
ESGの取り組み
環　境 社　会 ガバナンス

     三機工業の環境経営

参照

制定 2015年4月 1日　改正 2017年4月1日

1. それぞれの職場において公害防止や環境汚染予防に努め、さらに省資源、省エネルギー、産業廃棄物の削減、リサイクルの
推進、生物多様性および生態系の保護に努める。

2. 設備等の設計にあたっては、省資源・省エネルギーを積極的に提案する。
3. 環境関連法規制と当社グループが同意した環境に関する外部の要求事項を遵守する。

環 境Environment

三機工業の環境方針

三機工業グループは、環境問題を経営の重要課題と位置付け、社会の一員として、積極的に作業環境、地域環境
および地球環境の保存に取り組む。
環境目標設定および日本国内における行動の枠組みをつぎに定める。

地球環境への
貢献

     三機工業の環境経営

2019年度の主な活動計画

製品・技術提供による
お客さまのCO₂削減への寄与

電子マニフェスト
導入率の向上

［  主 要 目 標  ］

CO₂削減提案による削減量（受注分）の2017年度比増 電子マニフェスト導入率90%

         ◦高い技術力による地球環境の保全　◦事業活動による環境負荷の最小化課題認識

2018年度削減量（連結）
電子マニフェスト導入実績増

2017年度実績
（単体）

88.4
2018年度実績（単体）

%% 91.42017年度削減量（連結）

t-CO₂16,949 t-CO₂20,699
評
価

評
価

製品・技術提供によるお客さまのCO₂削減への寄与 電子マニフェスト導入率の向上

2018年度

● 環境経営の推進
当社は、環境問題を経営の重要課題と位置づけ、「三機工業の環境方針」に

基づく環境経営を推進しています。中期経営計画で掲げたESG方針のもと、
今後の国内外の法規制の動向に合わせて適宜見直しを行いつつ、未来を見据え
た環境活動に取り組んでいきます。

● 環境マネジメント体制
社長執行役員をトップマネジメントとした推進体制のもと、ISO推進会議お

よびEMS・QMS全店事務局会議で各部門の目標達成状況の報告と計画の決定
を行っています。また、年度方針は取締役ほかで構成される経営会議において
承認されています。

● 環境人財の育成
環境関連法令に対応するため、環境関連資格の取得を奨励しています。特

に特別管理産業廃棄物管理責任者の増員を推進しています。EMSについて
は、中途採用を含む新入社員へのISO導入研修を実施しています。また、
ISO9001とISO14001を同時に監査するための内部監査員の養成教育も実
施しています。

● 環境リスクと機会の評価と対応
2015年版ISOの規格要求事項にある『「リスク」と「機会」への取り組み』

の「見える化」の取り組みとして、現場特有の環境側面、現場所在地の地方
条例、地域協定等を特定するため、「JOB 環境側面評価表」を活用してい
ます。医療機関や学校、商業施設など、案件の種類や、周辺環境、地域、施
工内容等によって、環境関連リスクの種類や大きさ、対応すべき規制は千差
万別です。10側面・約60項目からなる評価表で、着工前に案件ごとの環境
リスク評価を行い、適正に対応しています。

● 2018年度の主な活動
各部署における環境目標は「本来業務に沿った目標」を設定し、活動を進

めています。2018年度は、①ISO規格の理解浸透　②関連法規制・条例の確
認徹底　③電子マニフェストの利用率向上を主な方針として取り組みました。
2018年度の外部審査による不適合、罰金・科料を受けるような環境法令等の
違反、施工現場における騒音、粉じん、異臭などの指摘はありませんでした。

  1. 資源・エネルギーの使用
  2. 廃棄物の削減・適正処理
  3. 異常事態・環境汚染物質の
      流失
  4. 現場周辺環境に対する配慮
  5. 施主固有環境への配慮
  6. 自然災害
  7. 法令順守
  8. その他の地方条例
  9. 仮設資機材・事務用品等
10. その他

「JOB環境側面評価表」で
評価する環境側面
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ESGの取り組み
環　境 社　会 ガバナンス

       製品・技術を通じた貢献

2016年度 2017年度 2018年度
件数 CO₂削減 件数 CO₂削減 件数 CO₂削減

提案

連結 345 56,205 353 47,905 411 50,072

単体 313 54,877 321 46,143 370 45,531

受注

連結 183 27,624 166 16,949 183 20,699

単体 168 27,319 157 16,599 163 16,608

■ CO₂削減提案と実績
（CO₂削減単位：t-CO₂/年）

■ 環境保全関連の研究開発費の推移　

（年度）2014 2015 2016 2017 2018

323.9

214.1

675.5
624.5

424.8

（単位：百万円）

環境計量士
連結 8

単体 7

特別管理産業廃棄物管理責任者
連結 183

単体 168

公害防止管理者（のべ人数）
連結 88

単体 73

■ 環境関連有資格者数（2019年4月1日現在）
（単位：名）

熱の宅配便「トランスヒートコンテナ」

木質バイオマスガス化発電設備

エネルギーミックスの実現に貢献V O I C E

政府が第5次エネルギー基本計画に掲げた「2030年エネルギーミックスの実現」に向
け、当社エネルギーソリューションセンターとしても、大きな役割を感じています。具体
的には、バイオマス発電への取り組みや政府公認「ZEBプランナー」として省エネルギー
提案に注力するほか、各事業本部やR&Dセンターとの連携のもと、異業種との情報交換
や協業も視野に入れた取り組みも推進しています。幅広い事業分野にわたり技術を展開で
きる総合エンジニアリング会社としての強みを活かし、脱炭素社会の構築に貢献したいと
思います。

高井 裕紀
エネルギー ソリューション センター長

地球環境保全に貢献する当社の導入技術

温泉街全体の省エネを実現し「平成30年度省エネ大賞」を受賞

● SANKI YOU エコ貢献ポイント制度
2010年10月に「SANKI YOU エコ貢献ポイント制度」を発足しました。

この制度は、当社がお客さまにCO₂削減につながる設備の省エネルギー提案
を行い、ご採用いただいた場合、その削減量をエコ貢献ポイントに換算して、
環境保全活動を助成するというものです。2018年度にご採用いただいた提案
は183件で、寄付金額は2,069,900円（CO₂削減量20,699トン相当）とな
り、初年度（2010年度）からの寄付金額累計額は18,440,800円、植樹本
数は約16,000本（5ha）となり、東京ドームとほぼ同じ面積に相当します。

● 脱炭素化への対応
「エネルギー基本計画」（2018年7月）では、温室効果ガスを2030年に

2013年比26％削減のため「徹底した省エネルギー社会の実現」が明記され、
COP24（2018年12月）ではパリ協定の実施指針が採択されるなど、脱炭素
社会に向けた取り組みが加速しています。

当社グループは、各事業の製品・技術を通じて機能性や快適性を向上させ、
お客さまの省エネルギーやCO₂削減、ライフサイクルコストの低減、ひいて
は脱炭素社会への移行に対する貢献を目指しています。当社グループの省エ
ネルギーなどの環境負荷低減の追求は、建築設備の企画・設計から施工後の
運転管理、建替え等まで、ライフサイクル全体に及びます。省エネルギー性
能をさらに向上させるために、当社エネルギーソリューションセンターでは、
培った技術とノウハウで多様化するお客さまのニーズに応える提案を支援し
ています。

• ZEBプランナーへの登録
当社は経済産業省・資源エネルギー庁が導入を進める「ZEB※（ゼブ）」普及

策のうち、2017年度に新設された「ZEBプランナー」に登録されています。
当社は「ZEBプランナー」として、ZEBの導入計画がある建築主の窓口

となり、ZEBプランニングの支援を通じて脱炭素社会の構築に貢献してい
きます。

※ZEB（Net Zero Energy Building）：
快適環境を保ちながら省エネルギー性
能向上や太陽光発電等の導入により、年間
で消費するエネルギーを正味（ネット）
で限りなくゼロに近づけた建築物。

2019年1月、三機工業は山形県鶴岡市湯野浜地区の温泉街で進めてきた省エネ
事業が評価され、一般財団法人省エネルギーセンターが主催する「平成30年度省
エネ大賞」の資源エネルギー庁長官賞を湯野浜源泉設備保有株式会社と共同で受賞
しました。

従来、同地区のホテルや旅館は、給湯や浴槽加温の熱源を化石燃料に依存してい
ましたが、これを温泉の未利用熱に替え、しかも温泉街全体で取り組む面的なプロ
ジェクトとして推進したところ、2018年度には温泉街全体のエネルギー量の22％
にあたる536kl/年（原油換算）の省エネルギーを達成しました。当社が集中給湯設備
などインフラ整備の計画から設計・施工までを担当し、湯野浜地区が一体となって
実現したこの事業は、地域活性化につながる取り組みとしても注目を浴びています。
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ESGの取り組み
環　境 社　会 ガバナンス

■ 施工現場のCO2排出量推移（エネルギー消費由来）

■ 事務所のエネルギー消費量推移（原油換算）

■ 事務所のCO2排出量推移（エネルギー消費由来）

● 産業廃棄物の現状
施工現場より排出される産業廃棄物については、当社が直接管理する元請現

場の産業廃棄物排出量を集計し、実状を把握しています。
産業廃棄物のうち最終処分場で処理される廃棄物を除いたリサイクル率は

2018年度97.8％であり、90％以上の高いレベルを維持しています。今後
も、産業廃棄物排出の実態把握および分析を行い、適正な処理を推進します。
2018年度の施工現場の廃棄物処理コストは353,377千円でした。また、

■ 「SANKI YOU エコ貢献ポイント制度」の仕組み

❸CO₂ 1トンを
　100円に金額換算 ❹年間集計し寄付

❷提案
　ご採用

❶省エネルギー
　提案

CO₂削減につながる
設備の省エネルギーを提案

お客さま

三機工業

環境保全活動

• 植林プロジェクトへの寄付
寄付の対象は、民間の非営利団体を中心とした地球環境保全活動という枠組

みの中で選定し、2018年度は2団体に寄付を実施するとともに、従業員が
当該植樹・育樹活動に参加しました。

● オフィスにおける取り組み
• 省エネルギー活動

当社は、省エネルギー活動を推進しています。単体の2018年度のエネル
ギー使用量は2,026klで、エネルギー使用に伴うCO₂排出量は3,813t-CO₂
となりました。エネルギー使用量の増加の主な要因は、2018年度より稼働し
た三機テクノセンターおよびR&Dセンターによるものであり、2017年度比
で28.1％増加しました。今後も、エネルギー使用削減に努めていきます。

• オフィスのコピー紙の削減活動
オフィスにおけるコピー紙の削減活動を従来から継続して行ってきた結果、

コピー紙の使用量は一定の削減効果を上げ、各オフィスに定着しています。
今後も引き続きIT機器活用などによるペーパーレス化を推進し、三機工業

グループ全体で省資源化に取り組んでいきます。

■ 植林プロジェクト寄付実績

寄付先 寄付対象プロジェクト 寄付金額

一般社団法人 
Silva（シルウァ）

湘南国際村めぐりの森づくりの
ための植林（神奈川県横須賀市） 2018年度　1,000,000円

特定非営利活動法人 
森は海の恋人

矢越山ひこばえの森づくりのための
植林（岩手県一関市） 2018年度　1,025,100円

「湘南めぐりの森」植樹祭への参加

「森は海の恋人」植樹祭への参加

       事業活動における省エネルギー・省資源の取り組み

● 施工現場における取り組み
当社が直接管理する元請現場のCO₂排出量を集計・管理し、事業活動に

おけるCO₂排出の抑制に取り組んでいます。

（年度）2014 2015 2016 2017 2018

525

746

465

833

537

（年度）2014 2015 2016 2017 2018

1,581

115

2,026

107
1,696

2,133

1,696

1041,5891,643
1,800

（年度）2014 2015 2016 2017 2018

3,060

3,281
4,012

3,377

212
221

3,813

199
3,1743,402 3,589

■ グループ会社（kl）　
■ 単体（kl）

■ グループ会社（t-CO2）　
■ 単体（t-CO2）

     廃棄物の適正な処理

空調設備点検時のフロンの取り扱い説明資料

（単位：t-CO2）

（注）大幅減少の理由は2017年度に大規模
工事が完了したことによる。
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ESGの取り組み
環　境 社　会 ガバナンス

● 電子マニフェストの導入
産業廃棄物の適正処理を目的とし、電子マニフェストの導入を推進してい

ます。2018年度に導入のための整備を完了し、当社全部門で利用可能となり
ました。

2018年度のマニフェスト発行件数における電子マニフェスト導入率は、三機
工業単体で目標90％に対して91.4%となっています。電子マニフェスト使用義
務化の法改正に対応し、2020年度までに三機工業単体で電子マニフェスト導入
率100％達成を目指すべく、電子マニフェストに対応していないお取引先には
電子マニフェストに加入いただくよう働きかける等、処理状況を確実に把握でき
る体制を引き続き強化していきます。

■ 電子マニフェスト導入率（単体）

廃棄フロン・ハロンについても適正に処理しており、2018年度の処理コスト
は41,756千円でした。

さらに、廃棄法改正に伴う水銀含有廃棄物の保管・処理手順変更を周知する
ために、ポスターを作成し配付しました。また、改修工事の増加に伴う現場で
の石綿の適正処理のために、石綿処理フローチャートを具備しています。

■ 元請現場および三機テクノセンターの産業廃棄物排出量推移

（年度）2014 2015 2016 2017 2018

16,022

1,003 1,971

16,511

17,025 18,48217,946

15,904

2,06014,42413,380

96.5 96.9 98.7 98.0 97.8

（年度）2014 2015 20202016 2017 2018 2019

47.2

68.5 67.9

【目標】
91.4

95.0

100

88.4

2014 2015 2016 2017 2018
基本観測棟機械室の空調機廻りの施工状況の様子

基地の近くではペンギンとの出会いも

沈まぬ太陽

南極地域観測隊への技術者派遣
新設された基本観測棟の空調・衛生設備を施工

Topics

当社と日本南極地域観測隊とのかかわりは1957年、
第2次南極観測隊にローラコンベヤを提供したことに始
まります。その後、南極条約議定書が採択され、南極で
の活動に環境保護の理念が加わった1991年、第33次隊
に当社の技術者が初めて参加し、南極昭和基地の環境保
全対策に着手しました。

観測隊は毎年60名ほどで構成され、夏隊・越冬隊に分
かれて活動します。昭和基地ではさまざまな観測を行い、
日々生活する中で廃棄物や汚水が排出されます。当社の
技術者はこれらの実態調査に始まり、廃棄物調査・計量、
汚水量・水質調査、汚水処理装置の納入・立上・維持管
理などに従事してきました。2018年11月に日本を出発
した第60次南極観測隊には2名の従業員が国立極地研
究所に出向し、派遣されました（夏隊・越冬隊各1名）。
これで当社から参加した隊員は計15名となりました。

2018年12月中旬から約2
カ月間、昭和基地に滞在し、
無事に帰国を果たした夏隊員
の小池充将は、基本観測棟の
空調・衛生設備工事などを担
当しました。基本観測棟は気
象庁の方や地震・生物の研究
者などが観測に使用する建物
で2020年から稼働予定です。今回の施工では1991年
の参加以来初めて空調設備の施工も行い、暖房用のボイ
ラーや空調機、全熱交換器、排水槽などを設置しました。
また隊員たちが生活する夏合宿の空調・衛生設備の調整
やメンテナンスも実施しました。

これからも当社は総合エンジニアリングを通じて、
幅広く南極観測事業を支援していきます。

■ グループ会社排出量（t）　■ 単体排出量（t）　　 単体リサイクル率※（％）

※ 目標値90%以上

（注） 精度向上のため遡求修正しました。

「現場で水銀廃棄物が出たら」ポスター

豊田支店 空調衛生技術部
小池 充将

電子マニフェスト導入率（％）　目標値
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ESGの取り組み
環 境 社 会 ガバナンス

三機工業グループは、独自技術をお客さまに知っていただき、新たな営業領
域を開拓するため、積極的に展示会に出展しています。

基本的な方針

三機工業グループの総合力・提案力を十全に発揮するために、建築設備事業にかかわる営業管理、企画、開発、支援
および営業力強化に関する業務を一元化し、本社営業組織の機能を強化しています。今後もお客さまニーズの高度化・
多様化に対応し、高い評価と信頼をいただくことを目指します。

社 会Social

■ 展示会出展実績（2018年度）

        お客さまとのコミュニケーション

        品質への取り組み

展示会 出展概要

下水道展’18 北九州
過給式焼却流動炉、エアロウイング、ＳＡＮＤＥＣ G3、
B-DASHプロジェクト委託研究「DHSシステムを用いた
水量変動追従型水処理技術実証研究」

第３回 スマートビルディングEXPO selFortTM、エスクラウド®、SanBACS®

第5回 インターフェックス大阪
〔医薬品〕〔化粧品〕〔洗剤〕研究開発・製造技術展　

ＣＰＣｕｂｅ®、MREAL®、MEDIFORT®、低温蒸気式殺菌装
置、ミスト噴霧方式による殺菌装置、ＡＧＶ

ENEX2019 第43回地球環境とエネルギーの調和展 各種エネルギー関連技術と事例実績を展示

日経ＩＲ・投資フェア2018 ブースプレゼンによる会社説明会

ＩＷＡ世界会議・展示会 エアロストリップ

福岡水道展2018（第52回水道展） ＰＦＩ大久保紹介、ＵＶ処理装置

ENEX2019展示の様子

品質の確保と
技術力の向上

2019年度の主な活動計画

施工中のトラブル・クレームの
年間発生件数低減 施工管理者への技術指導強化

施工中のトラブル・クレームの
年間発生件数低減

施工管理者への
技術指導強化

2018年度

トラブル・クレーム発生件数実績 のべ研修参加者数

名461%低減対前年度比14

         ◦お客さまニーズの高度化・多様化への対応　◦品質管理の精度のさらなる向上　◦施工品質の向上と技術力の継承課題認識

［  主 要 目 標  ］
トラブル・クレーム発生件数

12%低減
施工技術・施工管理に関する

研修を希望者全員に実施

評
価

評
価

● 基本的な考え方・品質管理体制
当社では、ISO9001（QMS）とISO14001（EMS）を2017年4月より統合

して運用しています。2018年度は、QMS・EMS全店事務局会議において、
システム運用の効率化と活動の改善方法を中心に討議しました。

QMS・EMS全店事務局会議
2019年2月に実施

ISO推進会議
全社の活動実績報告と計画決定

2018年9月に実施

経営会議
QMS・EMS
年度方針承認

全社QMS・ＥＭＳ事務局
（安全衛生品質環境推進室）

部門マネジメントレビュー
部門の活動実績報告と計画策定

（年2回実施）

部門QMS・ＥＭＳ事務局

各部門

最高経営者（社長執行役員）

品質・環境統括管理責任者

部門経営者（室長、本部長、研究所長、事業本部長、事業部長、支社・支店長）

品質・環境管理責任者

営業、設計、生産、施工、事務

■ 品質・環境マネジメントシステム推進体制

● 品質管理活動
コミュニケーションの充実を中心に据え、施工品質向上を図っています。現

場支援を充実させることと、トラブル・クレーム発生時に迅速かつ建設的に対
応することは、普遍的な課題として継続してレベルアップを図っています。

ISO9001認証取得範囲
https://www.sanki.co.jp/csr/
stakeholder/

WEB
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ESGの取り組み
環 境 社 会 ガバナンス

支援組織と支援内容

計画

設計

契約

着工

施工

竣工

● お客さま満足度の把握と活用
品質維持の取り組みとして、竣工時にお客さまへの満足度調査を実施し、

フィードバック情報を活用しています。2017年度は、刷新した測定基準で調
査を行ったところ、全627件のうち90%以上が高評価の回答でした。2018
年度には、さらに具体的なフィードバックをいただけるように調査内容を修正
し、2019年度から新しい形式での運用を開始しました。今後も、お客さまの
意見を活かして施工品質向上のための取り組みを行っていきます。

● トラブル・クレーム情報の共有と発生の防止
品質事故やクレームを防止し、万一事故が起きた場合でも迅速かつ適切な処

理を行うために、過去の経験を技術書類として社内共有を行っています。
トラブル・クレーム情報は、①速報　②週報（グループ会社も参加する週次開

催のトラブル・クレーム判定会議）　③月報として発生要因・是正処置・予防措
置等を施工技術者へ配信することによって、全社で共有しています。また、施
工中のトラブル・クレーム発生件数に関して前年度比15％減の定量目標を設定
し取り組んでいますが、2018年度は繁忙期における重点管理を行い集中対応
した結果、目標値を達成することができました。2019年度も定量目標を掲げ、
対策強化に注力していきます。

● 現場の業務支援活動の推進
施工管理者の負担を軽減し、施工および品質管理により多くの時間を確保

し、高い品質を維持するため、現場書類作成事務と設計・技術の2つの側面か
ら業務支援を推進しています。

● 現場書類作成支援
現場事務作業の負荷軽減を目的として2015年度に「サイト業務支援セン

ター」による集約支援を開始しました。さらなる効率化とワークシェアの考え
方を進め2018年度に支援センターを解散。新たにその業務を各支社・支店の
支援部署と安全衛生品質環境推進室に移管し、引き続き現場業務の支援を進め
ています。また、現場書類の整理・削減、電子化による業務プロセスの効率化
も進めています。

● 工法・業務改善賞などの技術表彰
現場における優れた施工上の工夫などの「工法改善」に加え、業務効率化な

どの「業務改善」も2017年度より表彰対象としました。2018年度は1,470
件の応募があり、工法・業務改善賞大賞5件、客先貢献賞3件を表彰しました。

● 技術を支える人財の育成
三機テクノセンターでは基礎技術習得のための教育、スキルアップ教育、資

格取得促進のための教育などを実施しています。新入社員に対しては、新人研

■ お客さま満足度調査（2017年度）

建築設備事業※1

環境システム事業※2

大変満足 57% やや満足 35%

80～70点 52%

普通 8%

70～65点 10%

やや不満 1%

65点未満 0%

大変不満 0%

80点以上 38%
※1 「引渡し完了報告書」による顧客満足

状況を基に作成
※2 「工事成績評定」による顧客満足状況

を基に作成

（注）  支店と検討の上、選定した対象現場
において、各支援組織が支援を行っ
ています。

● 設計・技術支援
「設計支援センター」では5支店にかかわる設計支援および技術支援を担っ

ています。2018年度は、産業空調分野だけでなくビル空調衛生分野等に対
象を拡大し設計支援・技術支援を行いました。2019年度もOJTによるメン
バーの設計能力向上を図りながら、新技術の提案や情報発信を通して設計品
質の向上に努めます。

2018年4月に5支店を対象とした「技術支援センター」を設置しました。
施工開始時の業務を各担当部署へ振り分けを行うことで、施工管理者の負担軽
減を図っています。2019年度は、成功事例の水平展開や現場関係者のヒアリ
ングを行い、本格的な展開に向けた準備を進めていきます。
「技師長室」では、技術的スキルの高い幹部経験者が、技師長・技術エキス

パートとして品質向上やトラブル・クレーム防止のため施工監査、品質チェッ
ク等の実施と後進の育成指導を兼ねて現場訪問を行っています。また、トラブ
ル・クレーム削減を継続目標として毎年度設定し、技術通達の発行と水平展開
による周知徹底を行っています。

これらの支援の結果、現在工事件数は増加しているものの、トラブル・ク
レーム数は目標値以下に留め、品質を維持することができています。今後も現
場の支援体制を強化し、施工現場のマネジメント業務に寄与する環境を整備し
ていきます。

■ 5支店現場支援体制図

◦ 2018年10月より
    新バージョンが運用開始
◦ 社内書類の電子承認化
◦ 書式の統一
◦ 回覧ルートの可視化

トラブル・クレーム未然防止周知ポスター
新しいものを毎月発行し、現場に掲示

復旧忘れにご用心！！
休日工事明け、電話等の復旧忘れにより、トラブルが発生するケースが多発しています。

復旧忘れにご用心！！
休日工事明け、電話等の復旧忘れにより、トラブルが発生するケースが多発しています。

復旧忘れにご用心！！
休日工事明け、電話等の復旧忘れにより、トラブルが発生するケースが多発しています。

        現場支援を通じた品質への取り組み

現場書類作成システム
（オクトパス）

        さらなる技術力の向上

新人研修の様子

対象現場

技術支援センター調達本部
支援内容

調 達

各支店現場支援組織（工務課）

設計支援
センター

技師長室

技師長による品質パトロール

設 計
支援内容

技 術
支援内容

品 質
支援内容

書 類 作 成
支援内容
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ESGの取り組み
環 境 社 会 ガバナンス

社 会Social
労働安全衛生の
確保

■ 品質関連有資格者数の推移（各年度4月1日現在）

■ 主な技術力育成活動（2018年度）

（注） 全資格のべ人数で記載。

※施工9年目研修は2019年度より実施

引き続き「施工中のトラブル・クレームの年間発生件数低減」を活動方針と
し、前年度比15％削減を目指します。また、事務と技術の両面からの現場支
援も一層充実させていきます。現場書類作成システム（オクトパス）のさらな
る活用に加え、今後一層の活用が望まれるBIMについては、新たに推進部署
を立ち上げ、対応を進めていきます。より高い生産性を維持し、品質を担保し
ていく取り組みを行っていきます。

資格
2018年度 2019年度

単体 単体 連結

技術士 92 97 104

施工管理技士（土木・建築・電気工事・管工事） 1,112 1,134 1,272

建築士 42 42 46

建築設備士 210 214 228

電気工事士 153 154 208

電気主任技術者 29 27 37

一級計装士 284 295 305

消防設備士 683 677 752

監理技術者資格者 1,659 1,672 1,891

        2019年度の活動方針

修（4.5カ月間）による基礎技術教育や安全教育を実施しています。
施工管理者に対しては、設計・施工技術・施工管理などの個人スキルに合わ

せて、3段階のスキル別研修を実施しています。三機テクノセンターにおいて
は、実物機器・設備による実技演習・訓練を強化し、技術者のスキルアップを
さらに推進していきます。

労働安全衛生の方針と体制

当社グループは、建築設備業界ではいち早く2001年に労働安全衛生マネジメントシステム（三機OHSMS）を導入し、
協力会社と一体となって安全衛生活動に取り組んできました。「三機工業グループ安全衛生基本理念」のもと、毎年策
定する安全衛生活動方針に基づいて全社統一の安全衛生活動方針計画書を作成し、リスク要因の分析、改善・予防対
策などPDCAサイクルの見える化を図っています。

三機工業グループ安全衛生基本理念
https://www.sanki.co.jp/csr/safety/

WEB

取り組み 研修 研修内容 実績

三機テクノセンター
の取り組み

新人研修 ◦新企業人教育、基礎技術教育 受講者 61名

資格取得のための
通信教育 ◦監理技術者・建築設備士の受験対策 受講者 163名

実務年数別研修※

　施工3年目研修
　施工6年目研修

◦3年ごとに区分した研修、各1回
  （9～10日／回）開催
◦実務経験に合わせた一律の集合
  教育
◦実機、モックアップを用いた技術研修

開催回数
受講者

2回
57名

技術継承への
取り組み

技術エキスパート
によるＯＪＴ教育

◦専門技術の有識者を全店から専任
し、現場で着工検討会・施工監査な
どを通じ、OJTにて行う実践教育

技術エキスパート
のべ現場訪問数

20名
2,674回

グループ会社・
協力会社への
取り組み

全店電気工事
品質大会

◦全店協力会社の電気技術者による実
技試験、発生事例による筆記試験な
どを実施。社内認定資格「優良電気
工事士」を授与

参加協力会社
参加技術者　

18社
19名

トラブル・クレーム
事例解説

◦支社・支店開催の協力会社連絡会議
で事例紹介・解説

東京支社：6回、関西支社：
20回、中部支社：11回、北
海道支店：3回、北陸支店：
4回、中国支店：3回、東北
支店：2回

災害ゼロに向けた
予防施策の展開

協力会社に対する
災害予防施策の実施

安全衛生教育の
継続的な実施

過去3年平均災害件数より
•協力会社訪問

•従業員・協力会社向け安全教育の実施

•動画メッセージ等配信
%削減12

評
価

評
価

         ◦建設需要の増大　◦建設業就業者の不足、高齢化による熟練者の減少　◦過重労働や経験不足による労働災害の発生リスクの増加課題認識

［  主 要 目 標  ］
3大災害に特化した
キャンペーンの継続

経験年数の浅い作業員に向けた
災害予防施策

ICT活用を含めた
教育指導の推進

評
価

回1782017年度

回167社263
•災害発生のうち
経験年数の浅い
作業員の
占める割合 % %442017年度

46

2019年度の主な活動計画
災害ゼロに向けた予防施策の展開 現場支援体制の強化 安全衛生教育の継続的な実施

2018年度
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ESGの取り組み
環 境 社 会 ガバナンス

2018年度の活動概要 「中央安全衛生委員長方針」

重点実施事項
安全
① 災害ゼロに向けた予防施策の展開

◦ 墜落・転落、はさまれ・巻き込まれ、交通事故に特化したキャン
ペーンの継続

② 協力会社に対する災害予防施策の実施
◦ 経験年数の浅いまたは若年齢の作業員に向けた災害予防施策
◦ 作業届の重要性・必要性の再徹底
◦ 職長・安責者の“リーダー力”の強化
◦ 支社・支店・事業部、現場、協力会社ごとのフォロー体制の充実

スローガン
 「笑顔の職場に福来たる　未来につなぐ　安全文化」 ～一人ひとりの心がけで 広めよう「スマイル・安全衛生・プラン」～

③ 安全衛生教育の継続的な実施
◦ 全従業員向けeラーニングプログラム
◦ 当社施工管理者に向けた安全衛生教育
◦ 特別教育他における実技教育
◦ スマイル・サイト・プランにおける安全衛生業務の負担軽減
◦ ICTの活用による効果的な指導教育
◦ 三機テクノセンターにおける「安全体感」の実施

衛生
① スマイル・衛生・プランの推進

◦ 健康障害発生の防止、メンタルヘルス推進

2025年の大阪万博開催が決定し、東京五輪後の景気浮揚策としての期待が
高まっています。建設需要が増加傾向の中、人手不足は深刻化しており、技術
者や技能者の確保、作業効率の改善、人手不足や熟練者の減少による労働災害
発生リスクへの対応、長時間労働やメンタルヘルス対策が引き続き課題となっ
ています。2019年2月の墜落制止用器具の法改正施行で、墜落・転落災害防
止の措置および特別教育の実施が必要となりました。また、国土交通省が優秀
な人財の確保・育成を目的として運用する「建設キャリアアップシステム」が
2019年4月に開始されました。

● 2018年度の重点実施事項
2017年の災害発生状況は、「墜落・転落」「はさまれ・巻き込まれ」「交通事故」

の発生件数の削減目標値を達成することができましたが、依然としてこれらの
災害発生率が高い状況にあります。また、経験年数の浅い作業員や、協力会非
会員の1次協力会社での被災数が多くみられました。そのため、発生率の高い
災害の予防対策、協力会社も含めた安全教育体制の向上について、「現場・協力
会社・三機工業」が「三位一体」となって取り組んでいくことを念頭に、スロー
ガン・重点実施事項を制定しました。

       建設業の労働安全をめぐる環境

        2018年度の活動 

● 安全・品質大会と安全パトロールの実施
毎年、全国安全週間準備期間に当たる6月に、各支社・支店・事業部で安

全・品質大会を開催しています。2018年度も社長・中央安全衛生委員長が全
店の安全・品質大会に出席。夏季や年末年始に社長をはじめ経営幹部が全社で
37カ所の現場で合同安全パトロールを実施しています。

社長による安全パトロール

（左）視覚的に見せる三位一体ステッカー
（右）QRコードの動画リンク付ポスター

● 2018年の災害発生状況
2018年の災害件数は9件（休業災害1件・不休災害8件）で、2017年件数

より減少させることができました。災害発生状況を分析した結果、経験の浅い
作業員の被災が5割近くを占める傾向は例年と同様でした。3大災害の取り組
み成果は出ているものの、横ばい傾向が続きました。また重篤な災害は減って
いるものの、軽微な災害の件数が増加しました。これらの結果から、3大災害
の予防、協力会社に対する予防施策の強化に加え、軽微な災害についても安全
教育の実施が課題となっています。

■ 災害件数と度数率※1・強度率※2の推移

社会や業界の動向、2018年の災害発生状況を踏まえ、2019年度は、①災害ゼロ
に向けた予防施策の展開　②現場支援体制の強化　③安全衛生教育の継続的な実施
を安全重点実施事項とし、三機テクノセンターを活用しながら取り組んでいきます。
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■ 災害件数

● 三機工業度数率　● 総合工事業平均度数率
◆ 三機工業強度率　◆ 総合工事業平均強度率　■ 災害件数

        2019年度の活動計画

集計範囲：三機工業施工現場（三機工業単
体および協力会社）
災害件数：休業1日以上を集計（左記グラ
フ上の災害件数は、安全度数率の算出ベー
スとなる被災者数を用いており、本文中の
災害件数とは一致しません）

「総合工事業平均度数率および強度率」出
典：厚生労働省『労働災害動向調査結果』
より
※1 度数率：100万のべ労働時間当たり

の労働災害による死傷者数で、災害
発生の頻度を表します。

※2 強度率：1,000のべ実労働時間当た
りの労働損失日数で、災害の重さの
程度を表します。

● 安全衛生教育
従業員や協力会社を対象に、社内講師や指定教育機関での研修を行ってい

ます。三機テクノセンターを活用した高所作業車利用時の特別教育や、フル
ハーネス型墜落制止用器具の特別教育を行いました。また、現場への新規入場
者に対しては、安全衛生手帳の配布や三機安全衛生協力会との共催で行う教育
も実施しています。

建設需要の高まりとともに外国人労働者の雇用が増える中、当社では前年に
引き続き協力会社のベトナム人技能実習生13名に対し、通訳を介した安全講
習を法的義務の約2倍の時間をかけて実施しました。

■ 安全衛生教育受講者数（2018年度）※
（単位：名）

種類 受講者数（うち協力会社従業員）

特別教育等 2,475（1,771）

職長安全衛生責任者教育 372 （223）

社内安全衛生研修 235 （－）

その他顧客別教育 1,197（1,159）

合計 4,279（3,153）
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※ 当社または三機安全衛生協力会と共催
の社内講師によるものに限定してお
り、指定教育機関での教育は除外して
います。

VR（仮想現実）技術を用いた研修の様子

若手従業員主導で作成した安全かるた



基本的な方針

「三機工業グループ行動規範・行動指針」では、すべてのお取引先との公正な取引の実施について定めています。自由
な市場競争を促進し、関係法令および契約に従って誠実な取引を行います。
これらの方針のもと、お取引先との重要なパートナーシップにより高品質な設備やサービスの提供を目指して、信頼
関係の構築に努めています。

     対等・公正・透明な取引関係の構築 

● 活動計画の実行
中期経営計画では原価低減・利益率改善を重要施策の一つとし、全店集中購

買・全店価格調査と公表など、全店の価格交渉や調達関連情報管理による支援
を行いました。

電子化による業務効率化を実施することで、働き方改革を推進しています。
発注業務の電子化は2017年度より全店の技術および調達関連部署で開始しま
した。また、2017年11月に運用開始した納品出来高請求書の電子化につい
ても、2018年度は処理件数で約85%を達成しました。さらに2018年度は
iPadによる検収業務を開始し、さらなる効率化を推進しています。

発注・納品出来高請求業務の電子化にあたって、お取引先に向けた導入説明
会の開催や、利用マニュアルの作成を行いました。その結果、お取引先の利便
性が向上し、さらに、社内業務を担う各支社・支店においても問い合わせ対応
が大幅に減少しました。導入後は、調達本部が各拠店を訪問し、改善点につい
て意見交換を行っています。これらのきめ細やかなフォローアップを行うこと
で、2018年度の電子化対応会社の追加数は目標の3.5倍以上になりました。
今後も、調達活動の効率化に向けた取り組みを実施して、働き方改革に貢献し
ていきます。

● お取引先訪問調査の実施
2018年度より、社内意見交換会開催時に各拠点の主要お取引先の「調達

Web」ユーザーとの意見交換も実施しました。また調達先メーカーについて
は、調達部門が実際にお取引先を訪問し、経営状態や調達品の納期確認、BCP
対応等について意見交換を行いました。今後も継続的に実施し、最適な調達環
境の維持を推進していきます。

● 調達構造の概要
三機工業が施工等に使用する資機材の調達金額は約390億円です。そのほ

ぼすべてを国内のお取引先から調達しています。

● 公正・適正な取引の徹底
お取引先と対等・公正・透明な関係を構築・維持していくために、優越的地位

の乱用禁止などを盛り込んだ「発注業務マニュアル」を作成・配付し、社内教育
を毎年実施して、周知徹底を図っています。外注工事会社、資機材メーカー・代
理店、経費関連お取引先等との新規のお取引については、品質・環境マネジメン
トシステムの登録状況、財務内容、調達実績、納期、価格、トラブル・クレーム
対応など多様な側面について客観的基準に基づき判断し、お取引先コードを設定
しています。また、契約にあたっては、売買基本契約書の条項に、製品安全、品
質管理、知的財産、法令遵守および反社会的勢力の排除等を設けています。

お取引先への電子化説明マニュアル

請求書電子化の説明会

訪問調査の様子

社 会Social
サプライチェーン・
マネジメント

2019年度の主な活動計画

「調達Web」（発注）照査機能の
iPad化

「調達Web」システム全体の
機能強化

お取引先との意見交換実施
  （2回／年）

全国大会の参加対象拡大
  19社

         ◦対等・公正・透明な取引の徹底　◦お取引先との連携による品質向上課題認識

調達効率の
さらなる向上

お取引先との
意見交換実施

協力会を通じた
連携強化

［  主 要 目 標  ］
業務の電子化（働き方改革） 最適な調達環境維持 全国大会の参加対象拡大

19社

電子化実施件数比率

%以上85
意見交換実施会社数 参加社数

社19社45
評
価

評
価

評
価

2018年度
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● 反社会的勢力への対応
お取引先に反社会的勢力との関係遮断を取引条件の一つとして明示し、「反

社会的勢力排除に関する差入書」の提出をお願いしています。2019年3月
31日現在で3,772社から受領しました。

● 内部通報窓口の運用
不適切な取引を防止するために「企業倫理ホットライン」を設置・運用して

います。お取引先に、窓口の利用案内と誠実で公正な事業活動への協力依頼も
書状にてご案内し、お取引先との公正な取引の実施に努めています。

● 調達担当者の教育、訓練の実施
調達担当者の適正な調達活動推進と購買力・交渉力強化を目的として、随

時教育訓練を実施しています。また、調達プロフェッショナル認定者（CPP資
格）、建設業経理士、基本情報技術者など公的資格取得も推進し、調達担当者
の能力・知識の向上に取り組みました。また、CSR調達に関する理解向上の
ため、外部講師による勉強会を開催し、13名が参加しました。

● お取引先への評価のフィードバック
お取引先の実態調査を毎年度実施し、サプライチェーン全体で品質向上や業

務改善を図っています。その一環として、安全管理にかかわる評価を行ってい
ます。結果はお取引先を訪問して、直接フィードバックを行います。改善のた
めの情報交換を適宜行う中で、さらなる安全管理能力の向上を目指しています。

● 三機テクノセンターの活用
総合研修・研究施設「三機テクノセンター」は協力会社にも活用していただ

き、質の高い研修を共有・展開することで、技術・施工品質・安全性の向上と
さらなる連携強化を図ります。

         お取引先との連携強化 

● 「協力会」を通じた協働による改善活動
当社では、施工体制強化のために、支社・支店・事業部ごとに、お取引先と

協力会を設け、月1回の定期連絡会や、施工省力化プロジェクトの実施、研修
会を通じた技術向上や品質管理、労働安全衛生管理の徹底などに努めています。

● 協力会社による技術指導
当社の新入社員研修では、協力会社の方による技術指導も行っています。協力

会社の新入社員向け技能研修でも、三機テクノセンターを研修場所として提供し
ています。連携した研修の実施により、継続的な協力関係を維持しています。

回数 テーマ 内容

46回 調達関連全般 •空調・衛生・電気の基礎知識
•調達品目に関する基礎知識習得

４回 経理の基礎知識勉強会 •経理の基礎知識
•決算書類の見方

•コンプライアンス
•改正消費税10%対応

1回 CSR調達（外部講師）
•CSR調達が広まる背景
•CSR調達の必要性
•取り組み方法

■ 主な研修実施概要（2018年度）

現場での信頼感につながる技術指導を実践V O I C E

三機テクノセンターから依頼を受け、2019年4月より「三機スーパーマイスター」認定
の熟練技術者として、センターで行われる技術指導研修における講師を担当しています。
ねじ込み配管やパイプの切断、旋盤など、施工現場で欠かせない基本的な技術を中心に、実
践的な技術指導が主なテーマとなりますが、 丁寧にわかりやすく、安全意識のさらなる向上
につながるような指導を心がけています。三機工業やさまざまな業種の協力会社が、互いに
教え合う時間は良い刺激となり、現場での信頼感も深まります。今後も協力会社として、人
も品質も高く評価していただけるよう、日々改善、改良を目指していきたいと思います。

五十嵐 明博 様
株式会社三協

また、当社従業員による安全衛生・資格取得教育や、合同安全パトロールなど
を実施し、安全衛生管理状況の確認や指導も行っています。これまで年2回開
催していた「全国協力会連絡会」を発展的に解消し、「全国三機安全衛生協力会」
を2018年12月に開催しました。災害リスクの高い協力会社が主導となって本
会を行うことで、災害予防に対する意識の向上が期待されています。開催にあ
たっては、当社グループ関係者25名、協力会19名が参加し、当社からは会
長、社長も出席しました。今後、本格的な運営を行うための組織化を図っていき
ます。これからもお取引先との協力関係を強化する取り組みを行っていきます。

● 三機スーパーマイスター制度
「三機スーパーマイスター」は、当社グループの協力会社において高度な施

工技術を有し、施工物件の品質向上に大いに寄与した職長を認定・表彰するも
ので、2018年度は計14名が認定されました。また、2015年度より、現場
の品質向上における継続的な貢献を促進する観点から、認定者が所属する協力
会社に対して、品質向上奨励金を交付しています。

● 三機ベストパートナー制度
「三機ベストパートナー制度」は、当社グループの発展に大きく貢献された協

力会社に対する表彰制度です。2018年度は、129社が三機ベストパートナー
として選ばれ、全国各地で開催した安全・品質大会で表彰されました。

● 資格取得の支援
協力会社の技術力向上を支援するため、資格取得のための助成金制度を設け

ています。2016年度より中央安全衛生委員会で制度の周知徹底を行い、活用
促進を図っています。

内部通報制度
P. 75

参照

協力会社タイ留学生研修会

「三機スーパーマイスター」表彰式

全国協力会連絡会
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ESGの取り組み
環 境 社 会 ガバナンス

当社グループでは、多様な人財がそれぞれの能力を十分に発揮できる職場環
境をつくることが企業価値の向上につながると考え、従業員の多様性を尊重し
た組織風土の醸成と各種制度の整備に取り組み、さらに気持ちよく働ける職場
環境を目指します。

● 人権の尊重
当社は、「三機工業グループ行動規範・行動指針」に「人権の尊重」を掲げ、

組織のすべての構成員に対し、国籍・性別・年齢・障がい等による一切の差別
はしないことを明示し、研修等を通じて浸透を図っています。ハラスメント防
止のガイドラインを策定するとともに、ハラスメント等、職場でのさまざまな
問題の相談窓口、外部の専門カウンセラーによる窓口を設けています。2017
年6月には、女性相談員による女性向け相談窓口「女性ほっとライン」を新た
に開設しました。また、コンプライアンス意識調査結果を、人権に関するモニ
タリングにも活用しています。

● 採用における多様性尊重
国籍や性別にかかわらず多様な能力や個性を持つ人財の採用に取り組んでい

ます。人事部のみならず営業・設計・技術部門等の担当者を採用チームに加
え、多角的な視点で公平な採用を行っています。外国籍従業員も積極的に採用
しており、2019年4月1日現在、中国・ペルー・韓国・タイ・ベトナム・英国の
6カ国22名（男性17名、女性5名）が在籍しています。中期経営計画にも掲げ
る海外事業の着実な展開と多様性推進のため、さらなる外国籍人財の継続的・
積極的採用を進めます。

● 女性の活躍推進
女性従業員が今まで以上に活躍できる機会を推進することが、企業の持続可能

な成長、ひいては企業価値向上につながります。そのために、人事制度の改正や
各種制度の充実に取り組んでいます。

また、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（通称「女性活躍推
進法」）に基づき、女性従業員が継続的に活躍できる環境を整えるため、行動
計画を策定し、女性活躍推進に向けたさまざまな施策を展開しています。

女性活躍推進法に基づく行動計画

① 計画期間　2016年4月1日～2021年3月31日
② 目標

目標1： 女性の平均勤続年数を現在から20％以上伸長する。
目標2： 営業部門について女性総合職を積極的に配置し、その割合を現在の2倍にする。
目標3： 管理職に占める女性の割合を、建設業平均値の1％にする。

         多様性の促進

従業員に対する考え方

「コミュニケーションを重視し、相互に尊重する」という経営理念のもと、従業員一人ひとりが会社とともに成長し、
個性を認め合い、いきいきと活躍できる職場環境・企業文化づくりに努めています。従業員の持つ技術力や能力は
当社の貴重な財産、かけがえのない「人財」と捉え、「三機らしい」人財を育てその能力を最大限に発揮できるより働き
やすい環境づくりを行います。

2014年度
経団連「女性活躍アクション・プラ
ン」参画、「女性の役員・管理職登
用に関する自主行動計画」の公開

2015年度
ダイバーシティ研修の実施開始

（統括部長、部長対象、以降継続）
2016年度
ワーキングマザー座談会

2017年度
◦女性向け相談窓口「女性ほっと

ライン」開設
◦女性技術者交流会の開催
2019年度
地域職廃止により、総合職への職
種転換者が増加

女性活躍推進に関する施策

社 会Social
人財の価値向上と
環境整備

［  主 要 目 標  ］

評
価

評
価

評
価

名参加約100

中計最終年度の
集大成として全体の

底上げを図る
研修プログラムの実施

社内コミュニケーションの
向上

「スマイル・プロジェクト」に
おける各施策の実施

2018年度

従業員の特性に応じた
研修プログラムの実施 社長意見交換会の実施 有給休暇取得率の向上

社長意見交換会の実施（15回開催） 有給休暇取得率（単体）

         ◦多様性の推進　◦人財の育成および適正配置　◦働きやすい職場環境づくり課題認識

%55.92017年度

％53.7個人の弱点克服と強みの
伸長を図るプログラムを実施

2019年度の主な活動計画

若年層向けプログラムの拡充 社内コミュニケーションの向上 「スマイル・プロジェクト」における
各施策の実施

タイ三機の従業員就業風景

コンプライアンス意識調査
P. 77

参照

内部通報制度
P. 75

参照
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ESGの取り組み
環 境 社 会 ガバナンス

       人財の育成と評価

● 「人が育つ会社」を目指した人事・処遇制度
すべての従業員に対して「機会均等と評価や処遇の公正性」を確保すると

ともに、自律的なキャリア形成のために会社が支援する人事制度を構築して
います。

人事制度では、20代の若手従業員を対象に「初期キャリア体系」を導入、
早い段階で複数の職務経験をする仕組みを整備しました。また、すべての従
業員は年に一度、自ら記入した「キャリア開発シート」をもとに、所属長と
面談を行ってフィードバックを受けます。上司を介さず直接人事部と対話が
できる仕組みも設けられています。これらはいずれも評価制度から切り離さ
れています。

処遇については、2018年4月に優秀な若年層の人財確保、従業員の処遇充実
を目的に給与制度の見直しを行い、ベースアップ、役職者への手当支給を行いま
した。

今後も、グループ従業員の教育の充実、働きやすさの向上に引き続き取り組
んでいきます。

● 職種転換制度
地域職から総合職、総合職から地域職の双方向への職種転換制度を導入して

います。2019年には職種の見直しを行い、これまで運用していた地域職を廃
止し、総合職の要件から転勤を削除した上で総合職と業務職での運用を開始し
ました。2019年4月1日現在、のべ59名が職種転換を行い従業員一人ひと
りのライフステージに合わせた働き方を実現しています。また、職種の見直し
の結果、女性従業員18名が総合職に職種転換となり、女性従業員の活躍推進
にもつながりました。

● 障がい者の職場環境の整備
障がい者の採用を継続的に実施するとともに、障がいのある従業員が安心し

て長く活躍できる環境づくりに努めています。聴覚障がい者を対象とした課題
解決処理研修と意見交換、管理職研修によって、すべての従業員が活躍できる
職場運営を推進しています。2019年2月には、ビジネス文書セミナーを開催
しました。

また、災害時に聴覚障がい者に避難指示を知らせるランプを全店に設置する
など、安全な職場環境を整備しています。

● 停年後再雇用制度
高度な技術や知識を持つ高齢者の雇用を確保するため、業界に先駆けて停年

後再雇用制度を導入しています。2018年度は232名（連結）（2017年度222
名）が再雇用されました。

       「働き方改革」の推進

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計

育児休業（名）
連結 ─ ─ ─ 2 8 10 1 15 16 2 18 20 7 11 18
単体 0 9 9 1 6 7 1 12 13 2 14 16 7 9 16

育児休業
復職率（％）

連結 ─ ─ ─ 100.0 100.0 100.0 100.0 88.9 93.8
単体 ─ ─ ─ 100.0 100.0 100.0 100.0 88.9 93.8

介護休業（名）
連結 ─ ─ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
単体 ─ ─ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有給休暇
取得率（％）

連結 ─ ─ ─ ─ 54.0 76.1 57.1
単体 32.6 56.4 35.6 38.8 62.1 41.8 47.6 69.5 50.5 49.9 78.2 53.7 53.0 74.2 55.9

■ 育児休業・介護休業・有休休暇の状況

● 教育研修制度
専門能力・技術力・マネジメント力を強化して成長できるように、マネジメ

ント研修、技術研修、分野別研修など、キャリアに応じた研修制度を整備して
います。また、多様な環境に順応できる人財を育成するために、海外での語学
研修を行っています。技術研修においては、三機テクノセンターを積極的に
活用し、座学のみならず実践的な研修を行っています。

● ワークライフバランスの推進
男女ともに、さまざまなライフイベントに対応しながら安心して働き続けられ

るよう、従業員の声に応える形でワークライフバランスの実現に向けた各種支援
制度の充実に努めています。育児や介護をしている従業員がより働きやすい環境
を整備するために、2018年度より在宅勤務・テレワーク制度のトライアルを導
入し、8件を実施しました。2019年度からは本格導入し、参加者やその上席か
らのフィードバックを受け、運用面での確認を行っていきます。

座学グループワークの様子

新入社員研修の様子

■ 教育研修体系

若手 中堅 幹部

マネジメント研修

安全教育

企業倫理研修

技
術
研
修

建築設備部門

プラント設備部門

品質・環境研修

企業倫理研修

新入社員研修
入社3年目研修

入社5年目研修
入社７年目研修

課長研修
管理職候補者研修

リーダー職登用研修 部長研修

新入社員研修
キャリア採用社員研修 内部監査員養成教育

ISO9001/ISO14001

新入社員研修
検査員教育

資格取得研修

自社製品・システムの知識取得研修

新入社員研修
施工3年目研修

施工6年目研修
施工9年目研修

資格取得研修
キャリア採用社員研修

資格取得研修
新入社員研修

キャリア採用社員研修

キャリア採用社員研修

6 2 S A N K I  R E P O R T  2 0 1 9 6 3S A N K I  R E P O R T  2 0 1 9

E
S
G
の
取
り
組
み
　
社
会

人
財
の
価
値
向
上
と
環
境
整
備



ESGの取り組み
環 境 社 会 ガバナンス

分野 制度 内容

就業

リフレッシュ休暇制度 勤続年数5年ごとに備蓄年休を利用し、連続5日間の休暇
施工管理者連続休暇制度（施工管理者向け） 常駐6カ月以上経過時点や次の現場への異動時に連続3日間の休暇
半休制度 有休を半日単位で取得可能（取得上限なし）
アニバーサリー休暇制度 年度初めに自身や家族の特別な日を宣言し計画的に有休を取得
三機スマイルデー 独自の「プレミアムフライデー」として、毎月の給与支払日に全（半）日有給休暇の取得とノー残業を推奨
備蓄年休制度 育児・介護・ボランティアに備蓄年休を利用可能
在宅勤務・テレワーク制度 勤続1年以上で育児・介護、自身の健康上の理由で継続して出勤することが困難な従業員を対象とした制度

育児・
介護

ジョブリターン制度 出産・育児・介護または配偶者の転勤などのやむを得ない理由で退職した元従業員の再就職の申し込みが可能
育児休業 1歳に達する日を限度として、従業員が申し出た期間取得可能
介護休業 介護休業１名につき通算180日まで、５回分割して取得可能
短時間勤務等 育児・介護のために勤務時間の短縮またはスライドのいずれか適用が可能。育児は小学校3年生まで適用可能
育児休業取得・復帰支援 育児休業取得前後に上司と面談を実施

● 「スマイル・プロジェクト」の推進
当社は、働き方改革推進に向け2015年度に社長をリーダーとする全社横断

的な「スマイル・プロジェクト」を開始し、社内休暇制度見直しや、現場への
タブレット端末導入等により、より働きやすい環境づくりを全社的に進めて
います。2017年度には施工現場に特化した委員会「スマイル・サイト・プラ
ン」を発足し、施工管理者の業務負担軽減と現場力向上・品質向上に向けた取
り組みを進めています。

2018年度は半日有給休暇の取得制限を撤廃し、2018年度の平均取得日数
は前年同期比で5.1%増加しました。また夏季休暇制度を見直し、取得期間の
拡大と分割取得を可能にし、夏季休暇取得率100%を達成しました。

こうした取り組みの結果、働き方改革を通じて生産性革命に挑む先進企業を
選定する第2回日経Smart Work経営調査において3つ星に認定されました。
今後も、「従業員第一主義」を掲げ、働き方改革を推進していきます。

● 次世代認定マーク「くるみん」取得と「名古屋市子育て支援企業」認定
当社は、厚生労働省・東京労働局から、次世代育成支援対策推進法に基づき一

定の基準を満たした「子育てサポート企業」として、認定マーク「くるみん」を
2015年に更新取得しました。また、中部支社は、2014年に建築設備業として
初めて「名古屋市子育て支援企業」の認定を受け、2017年に更新取得しました。

● 従業員の健康維持・増進
従業員とその家族を対象とする健康・医療・介護・育児に関する24時間無

料電話健康相談サービスを導入しています。相談窓口は社外に設けられ、プ
ライバシーも厳重に保護されています。2014年に義務づけられた「ストレス
チェック」についても法律施行前から導入し、従業員のメンタルヘルス不調の
未然防止に取り組んでいます。本社では、2019 年2 月に健康経営指導の専門
家を招き、3日間にわたって健康増進イベントを開催し、健康維持に対する意
識向上を図りました。

次世代認定マーク
「くるみん」

第2回日経Smart Work経営調査におい
て3つ星に認定

● 従業員の声を集める仕組み
2016年度から長期ビジョン“Century 2025”にちなんだ対話型イベント

Century Communication Up（以下CCU）を継続しています。2018年度には
社長CCUを15回実施、のべ約100名の従業員との対話を行いました。また、
女性従業員同士のネットワークづくりを支援する「第3回三機レディ座談会」
も実施しました。意見や提案は、業務内容や制度の改善に活用しています。

● 良好な労使関係
人事部門と従業員組合の間で毎月定例の会議を開催し、職場環境の改善やさま

ざまな制度構築・運用について意見交換・協議を行っています。また、従業員組
合より経営者へ提案・要望を伝える機会も設けています。

社長も参加した「第3回三機レディ座談会」

■ 従業員データの推移（各年度3月31日現在）

2014
年度

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計

従業員数（名）
連結 2,282 2,022            　 　　        

（637）
287 
（5）

2,309 
（642）

2,041
 （653）

298
 （5）

2,339
 （658）

2,079
 （664）

305
 （5）

2,384
 （669）

2,072
 （602）

322
 （5）

2,394
 （607）

単体 1,908 1,677
（550）

249 
 （3）

1,926 
（553）

1,678 
（572）

255
 （3）

1,933 
（575）

1,698
 （586）

271
 （5）

1,969 
（591）

1,694 
 （528）

273
 （3）

1,967 
（531）

平均年齢（歳）
連結 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 44.5 38.2 43.7
単体 42.6 43.7 36.1 42.7 43.8 36.5 42.8 43.8 36.3 42.8 43.9 37.1 43.0

平均勤続年数（年）
連結 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 17.3 13.0 16.7
単体 18.2 18.8 12.9 18.1 19.0 13.3 18.2 18.8 13.2 18.0 19.0 13.9 18.3

採用人数（名）
連結 ─ 111 20 131 81 20 101 105 21 126 106 17 123
単体 95 75 18 93 60 16 76 88 21 109 75 11 86

停年後再雇用者数（名）
連結 ─ 234 2 236 235 5 240 217 5 222 223 9 232
単体 203 188 2 190 183 4 187 164 3 167 161 5 166

障がい者雇用

雇用人数
（名）

連結 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 44
単体 37 ─ ─ 32 ─ ─ 30 ─ ─ 32 ─ ─ 36

雇用率
（％）

連結 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 1.89
単体 2.11 ─ ─ 1.80 ─ ─ 1.69 ─ ─ 1.78 ─ ─ 1.93

（ 　）内は管理職人数

（　 ）内は女性人数

■ 年代別人員構成（2019年3月31日現在）
10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 合計

連結 3(1) 414(83) 528(97) 677(97) 519(35) 249(9) 4(0) 2,394(322)

単体 3(1) 382(81) 443(80) 527(80) 425(26) 183(5) 4(0) 1,967(273)

■ 主な両立支援制度（単体）（2019年4月現在）

お客さまの信頼につながる労使一体の改革V O I C E

私たち従業員組合は、労働条件の維持改善や福利厚生などについて、組合員の生の声を
吸い上げ、具体的な施策の実現に向けて前向きな意見を経営側に発信しています。労使間
の風通しはよく、「有給休暇取得の推進」などは、2016年度に提案した働き方改革案です。

新中期経営計画で、売上高は一定、利益率は向上の目標値が計画されたのは、経営側の
売上のみではなく長時間労働への配慮のあらわれと受け止めています。働きやすい環境は
従業員のモチベーションと生産性の向上を促し、結果として人と仕事の質を高め、お客さ
まの信頼につながります。よりよい労働環境の実現に向けて、引き続き健全な労使関係を
維持しつつ、組合員と会社の双方に実利のある施策を提案していきます。

2018年度 有給休暇平均取得日数

増加

前年度比5.1%
2018年度 夏季休暇取得率

100% 達成

木村 智幸 
三機従業員組合 中央委員長

名古屋市子育て支援企業
認定マーク

健康増進イベント
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ESGの取り組み
環 境 社 会 マネジメント

地域社会との
共生

社 会Social      「三機の森」の育樹活動

     清掃・環境美化活動

     地域との連携

2018年9月、山梨県甲斐市の「三機の森」にて、下草刈りイベントを開催し
ました。「三機の森」は2015年10月に創立90周年を記念して1,000本の植樹
をした場所です。今回は地元の森林組合の皆さまの協力のもと、参加した32名
の有志がカマを使い、雑草を刈り払う作業を行いました。

各支社・支店やグループ会社では、事務所や現場の周辺地域の清掃活動や
各自治体が主催する環境美化活動に参加しています。2018年度は、グルー
プ会社の三機環境サービス（株）大久保事業所が埼玉県「ごみゼロ運動」へ参
加し、施工した水処理設備などの周辺の道路清掃を行いました。清掃により
環境維持だけでなく、河川を通じて海に流れ込むプラスチックごみ問題解決
にも貢献しました。また、三機化工建設（株）大村事業所は長崎県大村市沿岸
清掃に参加するなど、グループ全体でのべ30カ所以上の地域で活動を実施
しました。

● 災害時の施設提供の協定など
神奈川県大和市に事業場をもつ当社は、2013年度に大和市と「災害時にお

ける帰宅困難者一時滞在施設の提供に関する協定」を結んでいます。旧大和事
業所が移転し、2018年10月に「三機テクノセンター」として新たに運営開
始後も協定は継続しています。三機テクノセンター内には新しく災害時の帰宅
困難者受け入れエリアも確保し、これまで以上に地域の防災に貢献する施設と
して機能していきます。

また、大和市と当社は、「下水道施設に関わる災害時緊急復旧に関する協定
書」も結んでおり、大和市内の水質管理センターが被災した場合、速やかな復
旧に尽力することになっています。

● 震災時即時出動訓練への参加
横浜支店では、横浜市と、所属している一般社団法人神奈川県空調衛生工業

会で締結した「横浜市公共建築物にかかる震災時の応急処置の協力に関する協
定」に基づき、2018年9月に横浜市建築局が主催する震災時即時出動訓練に参
加しました。災害発生時に災害復旧の中心的な役割を果たす公共施設で即時出
動訓練を実施し、災害時の初動、安全点検・応急処置、伝達の訓練を行いました。

下草刈りの様子

三機テクノセンター内の災害時の帰宅困
難者受け入れエリア

地域社会に対する考え方

当社の「三機工業グループ行動規範・行動指針」の一つに「社会を構成する良き企業市民として、地域社会の発展に
寄与するため、社会貢献に努めます」と定め、活動を展開しています。今後も各地域のステークホルダーの皆さまと
積極的なコミュニケーションを図りながら、地域参画と発展への貢献を目指していきます。

三機化工建設（株）の沿岸清掃

評
価

評
価

評
価

地域防災 地域の環境保全 次世代育成支援

［  主 要 目 標  ］
地域防災活動への参加 環境美化活動への参加 環境セミナー 等教育の実施

グループでの活動実施 社会科見学等受け入れ
グループで計8回実施の参加者数

名計169カ所のべ37

         ◦地域社会との連携　◦企業市民としての社会への貢献 課題認識

大和市と大和事業所の
大規模災害時の

協定に関する活動

2019年度の主な活動計画

地域防災活動への参加 環境セミナー 等教育の実施環境美化活動への参加

2018年度
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社　会 ガバナンス

コーポレートガバナンス

ESGの取り組み
環 境 社 会 ガバナンス

ガバナンスGovernance

コーポレートガバナンス・ガイドライン

当社グループの基本的な考え方および取組方針を明らかにするため、「三機
工業コーポレートガバナンス・ガイドライン」を策定しています。年に1度、

「コーポレートガバナンス・コード」への対応状況を点検しており、2018年6
月のガバナンス・コード改訂を受け、同年12月に改正を行いました。ガイド
ラインに基づくガバナンスの充実に継続的に取り組むことにより、当社
グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図っていきます。

三機工業コーポレートガバナンス・ガイドライン
https://www.sanki.co.jp/corporate/governance/guideline.html

WEB

        スポーツ振興・活性化支援 

        次世代育成支援

当社は、2018年4月にオーストラリアのシドニーで開催された「World 
Deaf Rugby 7’s Australia 聴覚障がい者（デフ）ラグビー7人制世界大会」の日
本代表チームのオフィシャルサポーターとして支援するとともに、当社関西支
社勤務の落合孝幸が日本代表チームの監督として出場し、堂々の4位という成績
を残しました。

また、2018年2月より三機テクノセンターの所在地である神奈川県大和市の
女子サッカーチーム「大和シルフィード」のオフィシャルスポンサーになりま
した。今後ともスポーツ支援を通じた社会貢献を行うと同時に、従業員の積極
的な社会貢献参加を可能にする職場環境づくりを行っていきます。

● 三機環境園の一般公開
2005年に開園し、これまで地域の方々の憩いの場として根付いていた三機

環境園は、旧大和事業所の移転に伴い、三機テクノセンター内に移設し、地域
の方々に常時開放しています。環境園には近隣保育所から多くの子どもたちが
訪れており、次世代育成の場として活用いただいています。

● 三機環境サービスの社会科見学受け入れ
グループ会社の三機環境サービス（株）では、各事業所や浄水場などにて小

学校の社会科見学の受け入れを積極的に行っています。2018年8月に北海道
のシークリーン寿都と寿都浄水場で寿都小学校17名、2018年9月にシーク
リーン寿都で潮路小学校6名、9月に北海道余市事業所で黒川小学校62名、
10月に新潟県両津事業所で河崎小学校15名、2019年2月に北海道今金事業
所で種川小学校6名が見学し、下水道の役割や仕組みについて理解を深めてい
ただきました。なお、これらの施設は近隣の住民の方々にも見学していただく
機会を設けています。

        寄付・寄贈活動

大学、研究機関への寄付、日本フィルハーモニー交響楽団、日本室内楽振興
財団などの各種文化活動への協賛のほか、盲導犬育成支援のための募金活動や
本社での献血活動を継続的に行っています。また、各支社・支店やグループ会
社では、身近で誰でも参加できる活動として、使用済み切手・カードの寄付・
寄贈活動を行っています。

また、三井グループ企業出身のシニア層のボランティア活動を推進している
三井ボランティアネットワーク事業団に対して支援を行い、三井グループ全体
の社会貢献活動に寄与しています。

デフラグビー世界大会の様子

女子サッカーチーム「大和シルフィード」

     コーポレートガバナンス体制

● コーポレートガバナンス体制
機関設計として独任制・常勤制の監査役を有する監査役会設置会社を採用し、

監査役・監査役会が取締役の職務の執行を監査するとともに、会計監査人が計
算書類等を監査しつつ、取締役会が重要な意思決定を行う体制としています。
その上で、経営効率を向上させるとともに意思決定を迅速化するため、経営機
能を、意思決定・監督機能を担う取締役会と業務執行機能を担う執行役員とに
分離する執行役員制度を採用しています。

■ ガバナンス体制概要（2019年6月27日現在） ■ 主な会議体の開催状況（2018年度）

コーポレートガバナンス報告書
https://www.sanki.co.jp/
corporate/governance/report.html

WEB

コーポレートガバナンス

種川小学校の社会科見学の様子

三機環境園で遊ぶ子どもたち

◦企業年金のアセットオーナーとしての
機能発揮

◦取締役の解任提案関連
◦人事報酬諮問委員会の構成および委員

の指名
◦役員報酬のストックオプションの範囲

ガイドライン改正の
主な追加ポイント

人数
取締役会議長 取締役会長  
取締役人数（うち女性の人数） 12名（0名）

社外取締役人数（うち独立役員人数） 3名（3名）
執行役員（うち女性の人数） 38名（0名）

うち取締役兼務 7名
監査役人数（うち女性の人数） 5名（0名）

社外監査役人数（うち独立役員人数） 3名（3名）

会議体 開催回数 社外役員の
平均出席率

取締役会 13回 　94%

監査役会 9回 92% 

経営会議 37回 ―（社内役員のみ）
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コーポレートガバナンス体制図（2019年6月27日現在）

選任・解任
会計監査

業務監査
会計監査

情報交換・
認識共有

報告
選任・解任

（補欠監査役1名）

付議・報告

指揮・
監督

モニタリング・指導・支援・教育

指揮・監督

諮問 答申

選定・解職・監督

報告

監査

重要案件
付議・報告

選任・解任 選任・解任

株主総会

取締役会
取締役12名※1うち社外取締役3名

人事報酬諮問
委員会

社外役員連絡会
社外取締役3名
社外監査役3名

執行役員 内部監査部

各室・センター・本部・事業本部・事業部・
支社・支店・グループ会社

会計監査人
（EY新日本有限責任監査法人）

監査役会
監査役5名※2うち社外監査役3名

政策会議

代表取締役社長執行役員

経営会議

リスク管理委員会

内部統制財務委員会

企業倫理委員会

執行役員会

● 業務執行体制

取締役会
取締役で構成。議長は会長。毎月1回以上開催し、重要事項の決
定と業務執行状況を監督。

経営会議
代表取締役社長執行役員が指名する取締役および執行役員で構成。
原則として毎月2回開催し、業務執行に関する基本的かつ重要な
事項の意思決定機関として経営全般の立場から審議・決定。

政策会議
リスク管理委員会　→P.79に記載

執行役員会
執行役員およびグループ会社の社長等で構成。年4回以上開催。
代表取締役社長執行役員および部門担当執行役員からの方針伝達
と執行役員およびグループ会社社長からの業務執行状況報告を実
施、中期経営計画達成に向けた施策を議論。

企業倫理委員会
執行役員で構成。委員長は代表取締役社長執行役員。代表取締役
社長執行役員から任命された企業倫理担当役員が企業倫理に関す
る事項全般を統括。年2回開催。行動規範・行動指針の浸透・遵
守のための実行計画等を審議。

内部統制財務委員会
取締役および執行役員で構成。委員長は代表取締役社長執行役員。
年4回開催。全社的統制の中心的な役割を担い、財務報告にかか
る内部統制上の重要事項を審議・決定。

人事報酬諮問委員会
代表取締役社長執行役員および社外取締役等で構成。委員長・委
員の過半数は社外取締役。必要に応じ随時開催。取締役候補者の
指名および報酬体系・水準等を審議。

● 監査体制

監査役会
監査役で構成。議長は監査役の中から定める。年6回以上開催。
監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議への出席、業務お
よび財産の状況調査、会計監査人・内部監査部・内部統制部門と
の緊密な連携を通じて、株主の負託を受けた独立の機関としてガ
バナンスの運営状況を監視し、取締役の職務執行を監査。社外監
査役の欠員に備え、社外補欠監査役を1名選任。

内部監査部
年度監査計画に基づき、業務執行部門の業務執行について内部監査
を実施。内部管理体制の適切性・有効性等を検証。必要に応じて内
部統制部門との意見交換や問題点の改善・是正に関する提言を
行い、監査結果を代表取締役社長執行役員・監査役に報告。

● ガバナンス体制の実効性の向上
「三機工業コーポレートガバナンス・ガイドライン」に基づき、ガバナンス体

制を強化しています。

● コーポレートガバナンス・コードへの対応状況
当社は、コーポレートガバナンス・コードで開示が求められている諸原則に

ついて、開示場所を以下のとおりとしています。

原則
開示場所

Webサイト※1 ガイドライン※2 報告書※3

【原則1-4】 政策保有株式および議決権行使に関する
基本方針 — 第10条 ●

【原則1-7】 関連当事者間取引の手続き — 第9条③
第18条④ ●

【原則3-1】
情報開示の充実

　
　
　

経営理念および経営計画 ● — —

コーポレートガバナンスに関する基本的な
考え方と基本方針 — 第2条 ●

取締役および監査役の報酬を決定するに
あたっての方針と手続き — 第31条 ●

取締役・監査役の指名方針と手続き —
第18条 第20条
第21条 第22条
第24条 第25条

●

取締役および監査役個々の指名理由 — 第23条 ●

【補充原則4-1①】 取締役会決議事項および経営陣への委任の
範囲 — 第18条 ●

【原則4-9】 社外役員の独立性基準 — （別紙）社外役員
の独立性基準 ●

【補充原則4-11②】 社外役員の兼務状況 — 第26条 ●

【補充原則4-11③】 取締役会の実効性評価 — 第29条 ●

【補充原則4-14②】 取締役・監査役に対するトレーニング方針 — 第30条 ●

【原則5-1】 株主との建設的な対話を促進するための
体制整備・取組みに関する方針 — 第32条 ●

2018年度の取り組み

コーポレートガバナンスコード・コード改訂への対応
2018年6月のガバナンス・コード改訂に対し「三機工業コーポレートガバナンス・ガイド
ライン」の改正を行うとともに、4項目について、各原則を実施しない理由を新たに開示し
ました。
定款の変更
取締役の員数の上限を12名から16名に変更しました。より高度なガバナンス体制を確立
するためにさまざまな知識・経験・能力を備えたメンバーで取締役会を構成し、執行と
監督のバランスを取ることで中長期的な企業価値の向上に取り組む必要があることから、
この方針に対応可能な人員体制としました。

取締役会・経営会議付議基準見直し
ガバナンス体制の実効性向上のため、取締役会・経営会議付議基準の見直しを行いました。

WEB

三機工業コーポレートガバナンス・ガイドライン
https://www.sanki.co.jp/corporate/
governance/guideline.html

コーポレートガバナンス報告書
https://www.sanki.co.jp/corporate/
governance/report.html

※1 定款において、取締役の人数を16名以内と定めています。　
※2 当社の監査役のうち1名は、財務および会計に関する相当程度の知見を有する監査役です。

※1 当社Webサイト
※2 当社コーポレートガバナンス・ガイ

ドライン
※3 当社コーポレートガバナンス報告書
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■  取締役・監査役の報酬の要素と手続き（2019年6月27日現在）

■ 取締役および監査役の報酬等の額（2018年度）

区分 支払人員 支払総額

取締役（うち社外取締役）  13名 （4名) 603,810千円 （32,400千円) 
監査役（うち社外監査役）    6名 （3名) 104,700千円 （29,700千円)

区分 固定
報酬 賞与 ストック

オプション 手続き

常勤取締役 ◯ ◯ ◯
業務執行役員のみ 人事報酬諮問委員会の審議を経て

取締役会で決定
社外取締役 ◯ ◯ －
常勤監査役 ◯ ◯ －

監査役の協議により決定
社外監査役 ◯ ◯ －

● 役員報酬
取締役候補者の指名および報酬体系・水準等を審議するため、取締役会の

もとに、代表取締役社長執行役員および社外取締役等で構成する人事報酬諮
問委員会を設置しています。委員長を含む委員の過半数を社外取締役が占め
ています。

取締役の報酬は、株主総会で決議された限度額の範囲内で、固定報酬、賞
与およびストックオプションで構成されます。また、株主の長期的利益に連
動し、企業価値最大化への意欲を高めるよう、毎年度、各要素のバランスを
考慮して決定しています。

● 内部統制
• 内部統制システム基本方針・体制

業務執行の適法性・健全性・透明性を確保するために「内部統制システム
基本方針」に基づく体制の整備・運用を行っています。また内部通報制度で
は、企業倫理全般に関する通報窓口の運用と併せて、独占禁止法違反行為に
関する専用通報窓口、常勤監査役へ通報できる体制を整備し、コンプライア
ンスの徹底に努めています。

取締役会において法令や定款に定める事項や業務執行に関する事項の決議を
行うほか、業務執行が適切に行われていることを監督しています。経営会議で
は、付議および報告の基準にのっとって、職務の執行を効率的に行うことがで
きる体制をとっています。また、社外役員を構成員とする社外役員連絡会では、
必要な情報の交換と認識の共有を行い、経営の監督機能を強化しています。

監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制としては、監査役は
重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、会計監査人および内
部監査部から報告を受け、必要な場合は内部監査部へ調査指示し、随時協議
しています。また、常勤監査役は、内部監査部門、当社グループ各社の社長
および監査役との定期的な意見交換、会計監査人からの報告や情報交換等に
よって、当社グループ全体の内部統制に関する状況の把握を行っています。
2018年度には、当社の常勤監査役が、グループ会社の監査役を兼務する形に
変更し、グループリスク管理体制の強化を図りました。

• 財務報告の適正性の確保
金融商品取引法に基づく内部統制の枠組みに沿った財務報告を行うために「内

部統制財務委員会」を年4回開催しています。同委員会において各部門・グルー
プ会社の会計上のリスクに対する評価および対応について審議することにより、
財務報告の適正性を確保するための内部統制システムの整備および適切な運用
を推進しています。内部統制報告制度に従って財務報告にかかわる内部統制は
有効であるとの内部統制報告書を作成しており、2018年度の同報告書について
も、財務報告のすべての重要な点が適正に表示されているとの会計監査人の意
見表明がなされています。

● 取締役会の実効性評価
取締役会において年1回、取締役会出席者自らが、議案審議プロセスの検証や

改善点の抽出、実効性の分析・評価を行う機会を設け、取締役会の実効性向上に
努めるとともに、結果の概要を開示しています。

● 取締役の選任と社外役員の独立性
取締役候補者の指名にあたっては、人事報酬諮問委員会の審議結果を取締役

会へ上程し、取締役会で審議を行い、株主総会での決議を以って選任してい
ます。社外役員については独立性基準を設け、経営に対する監視機能の客観
性を高めています。

これまでの取り組み

経営会議と取締役会の同日開催廃止
取締役会に付議する議案が内包するリスクについて十分な検討時間を確保するため、従
来行っていた経営会議と取締役会の同日開催を、2018年度から決算発表日を除き原則
廃止とし、取締役会の実効性を高めました。
社外役員連絡会
社外取締役・監査役を構成員とする社外役員連絡会を四半期に1回開催し、自由な意見交
換を行うことで必要な情報の交換と認識の共有を図っています。
役員のトレーニング
取締役および監査役を対象に、就任時に当社の歴史、業績、将来の事業構想、法律・財務
および会計等の情報提供を行っています。就任後も、経営の監督・監査に関する知識習得
機会の定期的な提供に努めています。

2018年度の実効性評価にかかわる取り組み

自己評価に使用するアンケート設問設定に関し、第三者のアドバイスを受けて質問項目
を全面的に見直しました。評価項目は取締役会の役割・責務、取締役会の構成、取締役の
役割と資質、取締役会の運営の4分野で構成し、内容の網羅性を高めました。

◦固定報酬：
役位・担当範囲別

◦賞与：期間業績連動部分
◦ストックオプション：

長期インセンティブとして
役位別に付与

役員報酬の構成

WEB

社外役員の独立性基準（三機工業コー
ポレートガバナンス・ガイドライン 別紙）
https://www.sanki.co.jp/corporate/
governance/guideline.html
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社　会 ガバナンス

コーポレートガバナンス

役員一覧 （2019年6月27日現在）

取締役 会長 取締役会議長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 梶浦 卓一

代表取締役 社長執行役員 長谷川 勉

副社長執行役員 最高財務責任者 玖村 信夫

副社長執行役員 藤井 日出海

取締役 専務執行役員 建築設備事業本部長 三石 栄司

専務執行役員 プラント設備事業本部長 本松 卓

専務執行役員 経営企画室長 石田 博一

常務執行役員 工藤 正之

古村 昌人

社外取締役 山本 幸央（独立役員）

額賀 信    （独立役員）

柏倉 和彦（独立役員）

常勤監査役 福井 博俊

人見 悦司

社外監査役 藤田 昇三（独立役員）

跡見 裕    （独立役員）

江頭 敏明（独立役員）

取締役会長
梶浦 卓一

取締役 
石田 博一

取締役
工藤 正之

代表取締役社長
長谷川 勉

取締役
古村 昌人

代表取締役　　
玖村 信夫

代表取締役　　
藤井 日出海

社外取締役
山本 幸央　

社外取締役
額賀 信

取締役 
三石 栄司

取締役 
本松 卓

社外監査役
跡見 裕

社外監査役
江頭 敏明

社外監査役
藤田 昇三

常勤監査役
福井 博俊

常勤監査役
人見 悦司

社外取締役
柏倉 和彦

コンプライアンスの徹底

     コンプライアンス推進活動

代表取締役社長執行役員を委員長とし、代表取締役社長執行役員から任命さ
れた企業倫理担当役員が統括する企業倫理委員会を設置しています。定例委員
会は原則として年2回開催し、当社グループ全体のコンプライアンス活動方針
や実行計画の審議、モニタリング、指導を行っています。

● 内部通報制度
通報窓口としてコンプライアンス関連通報窓口「企業倫理ホットライン」、

独占禁止法違反行為の通報窓口「公正取引ホットライン」を社内外に設置して
います。社内の窓口は常勤監査役およびCSR推進本部、社外の窓口は顧問弁
護士です。「企業倫理規程」に基づき、通報・相談者の保護に十分に配慮し速
やかな解決を図っています。通報内容は企業倫理担当役員へ集約され、重要な
通報は取締役会に報告されます。2018年度は21件（社内窓口20件・社外
窓口1件）の通報があり、すべての事案に適正に対応しています。

企業倫理ホットラインでは、本人の了解がない限り、通報者の氏名は企業倫
理担当役員以外には秘密に取り扱われます。通報者は、通報・相談の事実によ
り、なんら不利益を受けることはありません。また、制度をグループ全体に
周知するため、企業倫理ホットラインカードを配付しています。お取引先も利
用可能で、窓口の案内を行っています。

ガバナンスGovernance

基本的な考え方

当社グループは、「三機工業グループコンプライアンス宣言」「三機工業グループ行動規範・行動指針」および「三機
工業グループ行動基準」に基づき、当社グループの事業活動のすべてにおいて、法令を遵守し企業倫理に基づく
行動の実践に取り組んでいます。

三機工業 グループコンプライアンス宣言、三機工業 グループ行動基準
https://www.sanki.co.jp/csr/policy/compliance.html

WEB

三機工業 グループ行動規範・行動指針
https://www.sanki.co.jp/csr/policy/conduct-code.html

WEB

     コンプライアンス推進体制
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ESGの取り組み
環　境 社　会 ガバナンス

● 全役員・従業員からの確認書
当社グループの全役員・従業員が、それぞれの立場・役割に応じて果たす

べき責任を各自があらためて自覚するために、毎年度はじめに行動規範・行
動指針の遵守や反社会的勢力の排除などに関する確認書を提出しています。
2018年度は、重大なコンプライアンス違反はありませんでした。

■  内部通報制度

事務局（CSR推進本部）

企業倫理担当役員

企業倫理ホットライン

公正取引ホットライン

報告を希望する場合

取締役会（社長執行役員）常勤監査役

通報・相談女性
ほっとライン

ハラスメント相談室
（社外の専門カウンセラー）

社外窓口
（顧問弁護士）

報告 報告

報告

報告

■  確認書の提出者数（2019年度）

■  企業倫理研修（2018年度）

（単位：名）

※1 取締役・執行役員からは、業務執行に
関する確認書として受領

※2 未提出はいずれも産休、病気療養中
などの理由によるもの

※ 未受講者には、後日フォローアップを
実施

※1 上位3位の回答を掲載

※2 毎年の企業倫理研修で違反事例紹介
を実施し、独占禁止法の理解を促進

● 企業倫理研修 

行動規範・行動指針の遵守徹底のために、全従業員対象の研修を定期的に実施
しています。また、営業担当者には着任時に独占禁止法研修を実施しています。

● コンプライアンス意識アンケートの実施
毎年度当社グループの全役員・従業員を対象にコンプライアンスやCSRに関

する意識調査を実施しています。
調査では、職場、お客さまおよびお取引先のハラスメント関連の設問を設け

るとともに、調査結果については、当社グループの全役員・従業員に開示し、
CSR活動効果のモニタリングや改善、人権リスクの把握に活用しています。

コンプライアンス意識アンケートや通報状況から、ハラスメントに関する意
見や課題が見られたため、防止・排除に向けて、企業倫理研修や部門内研修を
通じ、ハラスメント予防教育を継続実施しています。

実施時期：2019年5月～6月　対象：当社グループの全役員・従業員

十分に理解している 43%　

だいたい理解している 44%

理解は十分ではない 13％

Q 三機工業グループ行動規範・行動指針の内容を知っていて、理解していますか。

知っている 97％

知らない 3％※2

Q 受注予定者の選定方法や入札価格について、同業者と情報交換や
  調整をすることは、独占禁止法違反となることを知っていますか。

職場の人間関係は比較的良好であると思う 71％

上席に相談しやすい環境である 55％

各種休暇をとりやすい雰囲気である 52％

Q 現在の職場環境にて当てはまると思うことすべてお答えください。（複数回答可）

コンプライアンス意識アンケート2019の結果より抜粋※1

テーマ 対象者 回数・受講人数（対象者の受講率）

三機工業グループ行動規範・
行動指針、独占禁止法遵守

グループ
全役員・従業員

37回
2,414名
（98%）※

2016年度より、新たに独占禁止法違反行為の通報窓口として「公正取
引ホットライン」の運用も開始しました。2018年度の通報は0件でした。
2018年度からは通報の概要をグループ内へ公開しています。

三機工業（対象者） 子会社（対象者）

業務執行に関する確認書※1 40 （40） 37 （37）

確認書※2 2,027（2,044） 412（417） ● コンプライアンス監査の実施
内部監査部がコンプライアンス監査を行い、遵法の指導、モニタリングを通

じてコンプライアンスを強化しています。2018年度は20拠点（うち国内子
会社3社・海外子会社1社）の拠点において、内部監査を実施しました。また、
建設現場における意識醸成を図るため、現場を直接訪問し担当者のヒアリング
を通じて状況を把握しています。

■  新任営業担当者向け研修（2018年度）

テーマ 対象者 受講人数（対象者の受講率）

独占禁止法遵守 新人営業担当者 18名 （100％）
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社　会 ガバナンス

報告

報告

部門 分科会 《委員会・マネジメントシステム》

監査

報告

報告

モニタリング

モニタリング

状況報告

重要なリスク対応方針案付議 審議結果報告

モニタリング

モニタリング

経営会議
代表取締役社長執行役員

リスク管理委員会

委員長：       リスク管理担当役員（代表取締役社長執行役員）
委員：  経営会議構成員および委員長が指名した者
役割：  1.重要なリスクのモニタリング、コントロール案の策定
 2.各分科会・部門から報告されたリスクのモニタリング
開催時期：  原則として四半期に1回および必要時

顧客（与信） 海外
仕入先（与信） コンプライアンス

法務労務 品質
財務 安全

情報セキュリティ 経営（渉外）

中央防災対策委員会
企業倫理委員会

内部統制財務委員会
EMS・QMSマネジメントレビュー

中央安全衛生委員会

リスク管理部門

各室・センター・本部・事業本部・事業部・
支社・支店・グループ会社

■  リスクマネジメント体制図（2019年7月10日現在）

ガバナンスGovernance
リスクマネジメント● 再発防止策の継続的な推進

2013年度から2018年度までに実施した主な強化策は以下のとおりです。
2018年度には、 「独占禁止法遵守マニュアル」の改訂を行いました。コンプ
ライアンス意識調査の結果を踏まえ、2019年度も引き続き、独占禁止法違
反に関する再発防止策にグループ一丸で取り組みます。

グローバル化に伴い、企業の人権課題への対応に関する社会的要請は、従業
員のみならず事業のバリューチェーン全体に及ぶようになっています。

三機工業グループでは、「世界人権宣言」や「ビジネスと人権に関する指
導原則」といった国際規範の理解に努めるとともに、「三機工業グループ行
動規範・行動指針」で人権に関する具体的な遵守項目を定め、取り組んでい
ます。

       独占禁止法遵守の強化

       人権の尊重

方針、マニュアル類の整備
◦ 「三機工業グループコンプライアンス宣言」および「三機工業グループ行動基準」の

制定
◦ 「コンプライアンスハンドブック」の配付
◦ 独占禁止法遵守マニュアルの発行・改訂
◦ 懲戒事由に独占禁止法等の法令違反を明定

体制強化
◦ グループ包括的な「独占禁止法コンプライアンス遵守プログラムの制定」を取締役会

において決議し、プログラムを運用・実施
◦ 全部門にコンプライアンス担当を配置し、公共工事応札金額決定プロセス監理、同業

者会合等出席申請・報告制度を運用
◦ 営業担当者の定期的ローテーション
◦ リスク管理委員会にコンプライアンスリスク分科会設置
◦ 社外加入団体の見直し
◦ 社内リニエンシー制度（自主通報制度）
◦ 独占禁止法違反行為の通報窓口「公正取引ホットライン」の設置・周知

研修・意識啓発
◦ 誓約書の提出
◦ コンプライアンス関連通報窓口の周知
◦ 経営トップが全拠点を訪問し、グループ全役員・従業員と対話形式の企業倫理研修を

実施
◦ 新任営業担当者への独占禁止法研修

基本的な考え方

当社グループは、正常な事業運営を阻むリスクを統合的に把握し、リスクの顕在化を未然に防止するとともに、顕在化
した場合の損失を極小化するため、「リスク管理規程」に基づく全社的なリスクマネジメント体制を構築しています。

グループ全体のリスクを一元的に管理し組織的な対応を推進するため、リス
ク管理担当役員を委員長とする「リスク管理委員会」を設置しています。原則
として四半期に1回および必要時に開催し、重要なリスクのモニタリング、
コントロール案の策定および各分科会・部門から報告されたリスクのモニタリ
ングを行っています。さらに「リスク管理委員会」の下に特定リスクに関する

「リスク管理分科会」を設置し、リスク評価やコントロールの有効性を高めてい
ます。2019年7月には分科会を再編し新たに「品質分科会」等を立ち上げま
した。加えて、内部監査部が各部門のリスクマネジメント状況を定例監査で確
認することで、リスクマネジメントが適切に行われているか検証しています。

     リスクマネジメント推進体制

内部監査部
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ESGの取り組み
環　境 社　会 ガバナンス

種類 対策

ルールの周知徹底

・全グループ役員・従業員のeラーニングの受講
・企業倫理研修、確認書提出（年1回）
・情報セキュリティに関する注意喚起の継続的実施
・現場実査時における情報セキュリティ対策状況確認（8現場）

情報機器管理 ・情報端末の暗号化
・定期的な棚卸し実施（1回）

不正利用防止
・ID・パスワード管理、入退室のセキュリティ対策
・資産管理ツールでの確認
・持ち込みパソコンの社内ネットワーク接続防止

外部脅威への対策
・ウィルス対策、セキュリティパッチの自動更新（月1回）
・Webフィルタリング、迷惑メール対策
・社外への不正通信監視

ソーシャルメディア対策 ・グループ従業員向けのガイドラインによる理解・浸透
・ソーシャルメディアに関するセキュリティレベルの向上

■ 主なリスク対応策（2018年度）

リスク 対応策
顧客与信 ・3月および9月末業績基準のポートフォリオ分析

仕入先与信 ・倒産予測値を用いたアラームの発報を毎月実施
・電子発注のセキュリティ監視

オペレーショナル ・BCP改定案検討
・災害情報共有ツール等、新ツールの整備・導入

情報セキュリティ ・パスワードポリシーの変更
・社内LAN上の不審動作検知対応の強化

海外 ・事故発生時の具体的なアクションプランの策定
コンプライアンス ・パワハラ未然防止策の各部門での策定・実施

リスク管理委員会において毎年度、事業活動に影響を及ぼすリスクを洗い出し、
今年度優先的に取り組むリスク項目を定め、各リスク管理分科会からの報告を受
けリスクをモニタリングするとともに、必要な対策の検討・指示・進捗確認を
行っています。

2018年度は、同委員会を計4回開催し、モニタリング指標の一部見直しを
行い、より定量的なリスク管理ができるように整備するとともに、リスク管理運
用が現状に則したものになるよう体制の見直しを行いました。また、リスク管理
委員会のメンバーではない5支店にてリスク管理体制や最新のテーマについて支
店長・幹部に情報提供と意見交換会を実施し、各支店でのリスク管理の重要性や
管理手法に対する理解を深めました。

当社グループのBCP（事業継続計画）は、全部門・全従業員一体となり、従
業員等の関係者の安全を確保するとともに、お取引先と連携して迅速に事業復
旧を図ることで、お客さまと社会に貢献する仕組みを構築しています。災害発
生時に、より迅速に復旧活動を進められるよう、平時からの体制整備と災害発
生時の行動基準・役割分担の明確化を強化しています。これまで、災害総合対
策本部の機能性確保のため役員室を高層階から低層階へ移転したほか、大規模
災害時にほかの事業所が本社機能を代替する訓練の実施、安否確認システムの
運用改善などを行いました。

2018年度は、導入した災害情報共有ツールをグループ全従業員に展開し
ました。また、2019年4月には大規模災害が発生した際の初動対応について
説明したハンドブックを作成、配付し、従業員一人ひとりの災害時対処法の理
解促進を図りました。

「海外危機管理マニュアル（本社・海外拠点向け）」および「海外安全対策マ
ニュアル（帯同家族を含む海外勤務者・出張者向け）」を制定し、毎年見直し
を行っています。
「海外危機管理マニュアル」は、海外で危機が発生した場合の本社・海外拠

点の対応ルール・手順を定めたもので、海外勤務者等の身体生命に関するリス
クから、法令違反・マスコミ対策・訴訟関連まで対象範囲としています。「海
外安全対策マニュアル」は、海外勤務者等のリスク回避・緊急対応のために、
テロや災害発生時の行動、犯罪等の被害回避、贈収賄等に関する法令遵守、現
地雇用の人事労務管理、宗教等、多岐にわたる事項について、実例やチェック
リストを含む実用的な手引として編集しています。

2018年度は、グループ会社の監査体制を見直し、当社の監査役がグループ
会社の監査役を兼務する体制を取ることで、海外も含むグループマネジメント
の体制向上を図りました。

■  主な情報セキュリティ対策

BCP訓練の様子

       リスクマネジメント活動

       災害リスクへの対応（BCP）

     海外におけるリスクマネジメントの強化

◦お取引先の信用リスク
◦資機材価格および労務費の急激

な変動
◦株式相場の変動
◦退職給付費用および債務の増加
◦カントリーリスク
◦設備工事等における事故および

災害
◦不採算工事の発生
◦不動産事業におけるリスク
◦訴訟等に関するリスク
◦法的規制等によるリスク
◦災害等に関するリスク

事業に影響を及ぼすリスク一覧

従業員向け
「災害発生時の
初動対応
ハンドブック」

当社グループでは、お客さまからお預かりした情報を「情報セキュリティリ
スク管理規則」に基づき取り扱っています。管理体制として、リスク管理委員
会内に「情報セキュリティ分科会」を設けています。

これにより、全社的な情報セキュリティ対策を統制するほか、情報セキュリ
ティに関するリスクを一元的に管理しています。また、管理体制の整備の一環
として、各支社・支店主査による現場実査の際、チェックシートを活用して情
報セキュリティ対策の実施状況の確認を徹底しています。

情報セキュリティリスクの強化策として、社内LAN上の不審動作への対応強
化、情報セキュリティに関する注意喚起の継続的実施、パスワードポリシーの
見直し、定期的な監査などを行っています。2018年度は分科会を2回開催し
ました。

       情報セキュリティへの取り組み
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社　会 ガバナンス

コンプライアンスの徹底

■  三機工業グループの主なステークホルダー

ステークホルダーの概要 三機工業グループの主な責任 主な対話方法

お客さま
ビル、工場、空港、物
流センター、研究所、
データセンター、病
院、学校等

社会インフラのさまざまな分
野にわたる建築設備・施設の
施工、システム、技術サービス
を提供しています。

◦お客さま・社会の課題解決
◦付加価値の高い施工・技術サービ

スの提供
◦品質・納期・コスト等の顧客満足

の向上

◦営業活動、打ち合わせ等
を通じた対話

◦Webサイト、ショールーム
◦展示会への出展や意見

交換

株主・
投資家

株主総数約3,381名
（2019年3月31日現在）

発行済株式総数約6,300万株
の所有者のうち、金融機関が約
43％、外国法人が約30％、個
人・その他が約16％を占めて
います（2019年3月末時点）。

◦企業価値の向上
◦利益の安定的な還元・適切な経営

資源配分
◦企業情報の適時・適切な開示

◦株主総会、株主通信
◦決算説明会、個別IＲ面談・

取材対応
◦IＲサイト、SANKI 

REPORT

お取引先
施工協力会社、建設会
社、資機材メーカー、
ビルメンテナンス会
社等

長年の信頼関係で培った安定
した協力会体制等、お取引先は
三機工業グループの事業を支
える重要なパートナーです。

◦対等・公正・透明な取引関係の
構築

◦信頼関係・連携の強化
◦労働安全の確保、労働環境の整備
◦人権の尊重

◦日常の調達活動を通じた
対話

◦協力会を通じた連携、
   支援
◦企業倫理ホットライン

パートナー 大学、研究機関、設計
事務所等

これらのパートナーとの協働
は、三機工業グループの技術力
の要素の一つです。

◦オープンイノベーション
◦対等で公正な関係の構築

◦産学連携
◦「オープンラボ」における

対話

従業員
連結：2,394名
単体：1,967名

（2019年3月31日現在）

「三機らしい」多様な人財が各
人の能力を発揮することが、三
機工業グループの競争力の源
泉です。

◦機会均等・公正な評価
◦人財の育成・能力開発・多様性の

推進
◦労働安全の確保、労働環境の整備
◦人権の尊重

◦上長との面談・研修
◦各種通報・相談窓口
◦労使協議会
◦Webサイト、イントラ

ネット

地域社会 施工現場周辺地域、
事業所周辺地域

国内はもとより海外において
も、さまざまな地域に事業活動
を展開しています。

◦社会インフラの構築
◦地域コミュニティや自然環境への

配慮
◦情報開示

◦各支社・支店窓口
◦施工時の説明会
◦地域社会貢献を通じた

対話

政府・
行政機関

政府・自治体 政府・自治体より管轄を受け
るとともに、行政は三機工業
グループのお客さまでもあり
ます。

◦法規制・行政指導等の遵守
◦納税
◦社会インフラの構築
◦地域防災への貢献

◦各種届出
◦各支社・支店窓口
◦施工時の説明・報告
◦業界団体等を通じての

対話

上下水処理場、廃棄物
処理場等

基本的な考え方

2015年12月に制定した「三機工業コーポレートガバナンス・ガイドライン」において、株主の権利・平等性の確保、
適切な情報開示と透明性の確保、株主との対話等について基本的な考え方を示しています。これらの方針にのっとり、
株主・投資家の皆さまに対する責任を遂行していきます。

継続的
安定的な株主還元

 （うち特別配当20円）の株主配当実施

•1株当たり年間

円60
［  主 要 目 標  ］

株主総会の活性化 安定配当を基本に業績に応じて
特別配当を実施

国内・海外投資家との
ＩＲ面談機会の増加

万株各100
•自己株式の消却・取得の実績

         ◦適時・適切な情報開示　◦株主への利益還元課題認識

        CSR活動の推進

三機工業グループは「行動規範・行動指針」に基づきグループ全体でCSR
活動推進に取り組んでいます。CSRに関する重要事項の審議やレビューは「企
業倫理委員会」が行っています。これらの体制のもと、多様なステークホル
ダーとコミュニケーションを図り、社会からの要請を事業活動に反映させなが
ら、バリューチェーンの各フェーズでCSRへの取り組みを進めています。

ガバナンスGovernance
ガバナンスGovernance

株主・投資家との対話ＣＳＲマネジメント

三機工業コーポレートガバナンス・ガイドライン
https://www.sanki.co.jp/corporate/governance/guideline.html

WEB

出席株主数 個別ミーティング実施会社

社のべ50

参照 企業倫理委員会
P. 70

株主との対話の推進

評
価評

価

評
価

評
価

%増加対前年度比19

2018年度

2019年度の主な活動計画

株主への情報提供の充実化 株主との対話機会を増やす 明確な株主還元方針（目標）の開示
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環 境 社 会 ガバナンス
ESGの取り組み

     ディスクロージャーポリシーに基づく情報開示

     株主の皆さまに対する利益還元

当社は、必要な企業情報をわかりやすく、公平かつ迅速に適時・適切に開示す
ることを「ディスクロージャーポリシー」で定めています。

● 適時・適切、積極的な情報開示を推進
開示義務のない情報であっても、株主・投資家の皆さまにとって有用であると

判断した情報については、積極的に開示し、経営の透明性を確保しています。財
務・資本政策といった基本方針の開示はもとより、ESG方針についても積極的に
開示するなど情報発信力の強化に努めることで、株主・投資家の皆さまに向けて、
三機ブランドのより一層の浸透と企業理解の促進を図ります。加えて、株主総会
招集通知の早期発送や、当社Webサイトへの早期掲載、英訳版掲載などにより、
株主の皆さまの利便性の向上を図り、議決権をより実質的に行使していただける
よう努めています。

● 株主・投資家とのコミュニケーション
投資家の皆さまに対しては、アナリストや機関投資家向けの決算説明会（年

2回開催、2018年度はのべ71名がご参加）に加え、年間を通じて随時、個別
ＩＲミーティング（2018年度は計50回）を実施しています。また、個人投資
家向けＩＲ展示会に継続出展し、ブース内での会社説明会を実施。個人投資家
の意識・ニーズ調査を行うとともに、対話の機会を積極的に増やしています。

● 株主還元の基本方針と実績
株主還元の基本方針に基づき、事業の継続的発展と株主の皆さまに対する還

元とのバランスを考慮しながら、安定的な配当を目指しています。内部留保資
金については、競争力の強化と事業発展の基礎を構築するため、新事業・技術
開発などに投資し、企業価値の向上を目指します。

2018年度の1株当たりの配当金は、通期60円の配当還元（対前年度+25円
の増配）を実施しました。

また2018年11月に100万株の自己株式の消却を行うとともに、1月までに
新たに100万株（約12億円）の自己株式を取得するなど、株主還元の一層の充
実と資本効率の改善に努めました。

新中期経営計画 “Century 2025” Phase2では、2019年度～2021年度におけ
る株主還元方針を明示し、株主の皆さまへのさらなる利益還元に努めていきます。

ディスクロージャーポリシー
https://www.sanki.co.jp/ir/
disclosure/

WEB

決算説明会の様子

ＩＲ展示会活動の様子

■  1株当たりの配当の状況
2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

年間配当金（円） 30 30 35 60
中間配当金（円） 9 10 15 20
期末配当金（円） 21 20 20 40

連結配当性向（%） 35.8 40.6 55.5 40.0

財務報告および
会社情報
財務報告

会社概要および
事業所・グループ会社紹介

株式情報

P.86
P.88

P.90

第三者意見 P.91

◦配当金：1株当たり年間配当金 
60円以上 

◦自己株式取得：500万株程度 
◦総還元性向：70%以上 

株主還元目標
 （2019年度〜2021年度）

WEB

新中期経営計画 “Century 2025” 
Phase2（2019年度～2021年度）
https://www.sanki.co.jp/news/
release/doc/article295.pdf

（注）2015年度 期末配当金のうち、
12円は特別配当　
2016年度 期末配当金のうち、
10円は特別配当
2017年度 中間配当金のうち、
5円は特別配当　
2017年度 期末配当金のうち、
10円は特別配当　
2018年度 期末配当金のうち、
20円は特別配当
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2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
会計年度
　受注高 188,653 143,348 147,129 175,291 165,800 168,295 173,398 183,270 185,880 191,113 217,096
　次期繰越高 93,566 77,641 72,976 100,272 111,414 108,219 102,019 106,388 123,756 144,712 149,495
　売上高 203,340 159,273 151,794 147,994 154,658 171,496 179,598 178,901 168,512 170,157 212,314
　販売費及び一般管理費 14,978 15,419 15,763 15,712 15,199 15,604 15,015 16,419 16,526 18,466 21,046
　営業利益又は営業損失（△）　 7,125 5,027 3,843 2,525 2,391 2,818 2,951 6,509 6,012 6,593 10,637
　経常利益又は経常損失（△）　 6,900 5,456 4,239 2,268 2,680 3,146 3,809 8,135 6,880 7,434 11,204
　親会社株主に帰属する当期純利益又は当期純損失（△）※ 3,283 3,141 2,124 176 △ 4,992 1,763 2,461 5,327 4,698 3,906 9,046
　営業活動によるキャッシュ・フロー 19,177 1,294 11,554 △ 2,697 9,729 △ 9,403 △ 139 5,220 10,845 6,306 6,786
　投資活動によるキャッシュ・フロー 1,726 △ 1,664 2,610 △ 1,046 △ 9,481 △ 3,506 3,440 5,520 △1,644 △2,510 △3,775
　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 4,377 △ 2,936 △ 1,883 △ 280 △ 1,028 △ 4,152 △2,901 △ 1,826 △2,458 1,814 △5,215
　現金及び現金同等物の期末残高 36,142 32,825 45,135 41,097 40,367 23,510 23,667 32,501 39,187 44,866 42,612

会計年度末
　総資産 176,664 163,307 158,501 163,120 166,477 170,181 176,382 169,423 166,612 177,014 195,321
　純資産 78,780 80,498 79,833 79,662 76,932 74,917 84,869 84,557 85,961 86,191 89,772
　従業員数（名）　 2,239 2,272 2,316 2,289 2,246 2,283 2,282 2,309 2,339 2,384 2,394

1株当たり情報
　当期純利益（円）　 44.45 42.86 29.67 2.46 △ 71.04 26.46 38.30 83.84 73.91 63.02 150.02
　純資産（円）　 1,065.77 1,119.40 1,115.41 1,113.70 1,106.32 1,142.74 1,334.65 1,328.60 1,350.08 1,419.77 1,502.53
　配当金（円）　 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 20.00 30.00 30.00 35.00 60.00

その他情報
　自己資本比率（％）　 44.6 49.3 50.3 48.8 46.2 44.0 48.1 49.8 51.5 48.6 45.8
　総資産経常利益率（ROA）（％）　 3.5 3.2 2.6 1.4 1.6 1.9 2.2 4.7 4.1 4.3 6.0
　自己資本利益率（ROE）（％）　 4.1 3.9 2.7 0.2 △ 6.4 2.3 3.0 6.3 5.5 4.5 10.3

11年間の連結財務サマリー
（単位：百万円）
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［左軸］ ● 受注高
 ● 売上高
［右軸］ ■ 営業利益　
 ■ 経常利益
 ■ 親会社株主に帰属する
 　 当期純利益
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※ 2015年度より、改正後の「企業結合に関する会計基準」等が適用されたことに伴い、2015年度以降における「親会社株主
に帰属する当期純利益」は、2008年度～2014年度の連結会計年度における「当期純利益」を表します。

財務報告
財務報告および会社情報

※ 2012年度の配当性向については、当期純損失を計上しているため、算出していません。

■  1株当たり配当金／連結配当性向の推移

8 6 S A N K I  R E P O R T  2 0 1 9 8 7S A N K I  R E P O R T  2 0 1 9

財
務
報
告
お
よ
び
会
社
情
報

財
務
報
告



三機テクノサポート株式会社
設立 1980年4月1日
資本金 1億円
事業内容
◦空調・給排水衛生・電気等設備の設計・施工・
   運転管理・保守・メンテナンス
◦省エネルギー診断・コンサルティング
◦IP-Phoneシステム・コールセンターシステム・
   ネットワーク工事

三機産業設備株式会社
設立 1980年5月1日
資本金 2千万円
事業内容
◦生産設備・搬送設備等全般の据付・移設・撤去・
   改造工事
◦電気配線・計装工事・コンピュータソフト変更

苫小牧熱サービス株式会社
設立 1971年7月20日
資本金 1億6千5百万円
事業内容 
◦集合住宅への熱供給事業、清掃センター設備の運転・保守

AEROSTRIP Corporation 
2006年9月経営権を取得
資本金 100米ドル
事業内容 
◦散気装置の販売

川内環境保全株式会社
設立 2016年11月7日
資本金 1億円
事業内容 
◦川内クリーンセンター基幹的設備改良事業にかかる

運転管理・維持管理業務

連結子会社 非連結子会社

三機化工建設株式会社
設立 1980年9月1日
資本金 8千万円
事業内容
◦廃棄物処理施設の設計・施工・運転管理・
  メンテナンス・整備改修工事
◦固液分離装置の製造・販売・据付
◦用水廃水処理施設の設計・施工および保全管理

三機環境サービス株式会社
設立 1990年6月29日
資本金 5千万円
事業内容
◦上下水道施設および廃棄物処理施設等の環境
   保全施設の設計・施工・監理・請負
◦上記設備に関する運転維持管理、薬品販売

三機パートナーズ株式会社
設立 1980年8月1日
資本金 1千万円
事業内容 
◦保険代理業・リース事業・人材派遣事業

三机建筑工程（上海）有限公司
設立 2005年7月20日
資本金 380万米ドル
事業内容 
◦設備の設計・施工・メンテナンス・
   コンサルティング業務

AQUACONSULT Anlagenbau GmbH
2006年9月経営権を取得
資本金 18千ユーロ
事業内容 
◦散気装置の製造・販売

THAI SANKI ENGINEERING & 
CONSTRUCTION CO., LTD.
設立 2008年5月6日
資本金 1,600万バーツ
事業内容 
◦設備の設計・施工・メンテナンス・
   コンサルティング業務

持分法非適用関連会社

PFI大久保テクノリソース株式会社
設立 2004年12月3日
資本金 1千万円
事業内容 
◦埼玉県大久保浄水場の排水処理施設・

非常用発電機の更新・維持管理・運営
事業期間
◦設計・建設期間3年4カ月、運営・維持管理期間20年

国内事業所 海外駐在員事務所・グループ会社

● 駐在員事務所
 グループ会社

Austria Office

THAI SANKI ENGINEERING & 
CONSTRUCTION CO., LTD.
　設備の設計・施工・
　メンテナンス・コンサルティング業務

三机建筑工程（上海）有限公司
　設備の設計・施工・メンテナンス・
   コンサルティング業務

北海道支店

東北支店

茨城支店

千葉支店

関東支店

本社
東京支社

横浜支店

三機テクノセンター
R&Dセンター

中部支社

豊田支店

三河支店

中国支店

四国支店

九州支店

関西支社
神戸支店

京都支店

静岡支店

北陸支店

AEROSTRIP
Corporation
　散気装置の販売

AQUACONSULT
Anlagenbau GmbH
　散気装置の製造・販売

会社概要
［会社名］
三機工業株式会社

［英文社名］
SANKI ENGINEERING CO., LTD.

［創立］
1925年4月22日

［資本金］
81億518万円

［代表者名］
代表取締役社長執行役員　長谷川 勉

［事業内容］
建築設備事業
プラント設備事業
不動産事業

［従業員数］（2019年3月31日現在）
連結：2,394名
単体：1,967名

［事業所］
支  社：  3カ所
支  店：15カ所
総合研修  
研究施設： 

 1カ所

［本社］
東京都中央区明石町8番1号

会社概要および事業所・グループ会社紹介
財務報告および会社情報

三機工業グループは、幅広い地域、事業領域で総合エンジニアリング力を発揮し、
皆さまにとって、そして地球にとっても快適な環境づくりを目指しています。
お客さまとともに、グループ一丸となって持続可能な社会の実現に貢献していきます。（2019年4月1日現在）
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COMSYS Group 
CSR REPORT 2019コムシスグループ C S R レポート

この冊子に使用している用紙の売上の一部は、生物多
様性を保全する活動に寄付されています。また、この紙
を使用することで国産材の有効活用が推進されます。

石油系溶剤を含まない環
境に配慮したNonVOC
インキを使用しています。

 CSR推進室
〒141- 8647
 東京都品川区東五反田2-17-1
 T E L 03-3448-7190
 FAX 03-3447-3993
 URL http://www.comsys-hd.co.jp/
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金融機関：38名
26,811千株

（42.79%）

自己株式：1名
3,067千株

（4.90%）

証券会社：30名 
423千株

（0.68%）

その他法人：121名
3,822千株
（6.10%）

外国法人等：183名
18,520千株
（29.56%）

（注1） 当社は自己株式3,067千株を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。また、持株比率は自己株式を除いて計算しております。
（注2） 当社として、当事業年度末における実質所有株式数の確認が可能な株主を対象に記載しております。
（注3） 三井生命保険株式会社は、2019年４月１日付で「大樹生命保険株式会社」に商号を変更しております。

個人その他：3,008名
10,016千株
（15.98%）

事業年度 　　毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 　　毎年6月下旬
単元株式数 　　100株
発行可能株式総数 　　192,945,000株
発行済株式総数 　　62,661,156株
株主数 　　3,381名
 
株主名簿管理人
および特別口座の
口座管理機関

上場証券取引所 　　東京証券取引所
証券コード 　　1961

三井住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

株式情報 （2019年3月31日現在）

株主名 持株数（千株） 持株比率（％）

明治安田生命保険相互会社 5,700 9.56

三井生命保険株式会社 4,864 8.16

日本生命保険相互会社 3,607 6.05

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,018 5.06

三機共栄会 2,631 4.41

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 2,351 3.95

デイエフエイ インターナショナル スモール キャップ バリュー ポートフォリオ 1,313 2.20

三機工業從業員持株会 1,155 1.94

ジェーピー モルガン チェース バンク 380684 1,014 1.70

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 1,006 1.69

■  大株主

■  所有者別株式分布状況

株式情報

第三者意見をうけて

取締役専務執行役員 経営企画室長　石田 博一

第三者意見

1. 業務改善による
ESGパフォーマンスの向上

三機工業では、これまで製品・技術提供
による削減貢献とそれに連動するエコ貢献
ポイントによって、バリューチェーン川下
における温暖化対策が進められてきました。
現在は、それがZEBプランナーへの登録へ
と展開されており、2019年1月には山形県
鶴岡市湯野浜地区の温泉街全体を対象とし
た省エネプロジェクトで「平成30年度省エ
ネ大賞」の資源エネルギー庁長官賞を受賞
するなど、低炭素社会の実現に貢献する企
業としての社会的評価を確立するに至って
います。これらは明らかなESGマネジメン
トの成功事例であり、その成果を高く評価
したいと思います。こうした取り組みは顧
客からの信頼獲得に結実して、長期的には
企業成長を支える要因に転化します。ちな
みに、今年度の報告書では2017年度から
実施されている顧客満足度調査の調査結果
が公表されています。それによれば、施工
品質について顧客から高い評価を受けてお
り、それを裏付けるようにトラブル・クレー
ムの発生件数も大きく減少するなど、顧客

との信頼関係が着実に醸成されている様子
を窺わせています。さらに、2018年度には
電子マニフェストの導入整備が完了し、そ
の全社的な利用が可能となりました。また、
着工前に施工案件の環境リスク評価を実施
するためにJOB環境側面評価表の活用が進
んでおり、これらによって、ESGパフォー
マンスは今後さらに向上するものと期待さ
れます。

2. 労働安全衛生施策の拡充
建設業はビジネスモデル的に労働災害の

発生確率の高い業種ですが、2018年度は
災害発生件数・度数率がともに対前年度比
で急減し、この領域におけるESGパフォー
マンスも向上していることがわかります。
今年度の中央安全衛生委員長方針では、
2017年の災害発生状況の分析にもとづい
て、現場・協力会社・三機工業の一体的な
取り組み強化が重点実施事項化されており、
とくに協力会社に対する災害予防施策が拡
充されました。たとえば、協力会社のベト
ナム人技能実習生に対して、今年も引き続
き通訳を介した安全講習が法的義務の約2
倍の時間をかけて実施されており、建設業
における外国人労働者の雇用増加に対応し
ています。また、2018年12月には全国三
機安全衛生協力会を開催して、労働安全衛
生に対する協力会社の意識向上が図られて
います。これらは、三機テクノセンターを
協力会社の従業員にも開放する方針と併せ、

SANKI REPORT 2019の発行にあたり、さまざまな角度から貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございました。
統合報告書として発行8年目を迎えた今年度は、業務改善や労働安全衛生施策の拡充によるESGパフォーマンスの向上や、

ワークライフバランス情報の充実化についてご評価いただきました。引き続きESGマネジメントを強化するとともに、全ての
ステークホルダーの皆さまにとって有用で魅力あるレポートを目指し取り組んでまいります。

今回ご指摘いただいた障がい者雇用率やバリューチェーン川上における温暖化対策の成果をはじめとする環境データの開示や
対応については、今後の課題として受け止め、改善とより丁寧な説明に向けてさらに努力してまいります。　

SANKI REPORTをこれからの当社事業活動の展開に活かし、今後とも継続して、快適環境を創造し広く社会の発展に貢献して
いく所存です。

労働災害の根絶に向けた三機工業の確固た
る姿勢を示すものとして評価いたします。

3. ワークライフバランス情報の進化
育児休業復職率が新規に連結データとし

て開示されたことも今年度の大きな評価ポ
イントです。さらに有給休暇取得率にも連
結データが加わりました。取り組み面では
半日有給休暇の取得制限が撤廃されてお
り、働き方改革の推進成果になっています。
ただし、休暇を増やしても仕事が減るわけ
ではありませんので、過重労働の防止や生
産性の向上に繋がるような施策のあり方に
ついて、一層検討されることが望まれます。

4. 今後の課題
障がい者雇用率も連結開示になってい

ます。しかし、法定雇用率は4年連続で未
達状況にあり、今後の改善が求められます。
また、川下での充実した施策に反して、バ
リューチェーン川上における温暖化対策の
成果が明確ではなく、原単位情報を併記
するなどの工夫で比較可能性を確保する
ことが必要です。これは他の環境データに
ついても同様です。さらに、産業廃棄物排
出量が経年的に増加しており、これにも何
らかの対応が望まれます。また、サプライ
チェーンでの人権尊重がグループの責任と
してあげられていますが、その対策につい
ては何も記載がありません。この点も今後
の大きな課題です。

上智大学名誉教授
上妻 義直

財務報告および会社情報
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〒104-8506　東京都中央区明石町8番1号 聖路加タワー

［お問い合わせ先］
経営企画室 広報・IR部
TEL：03-6367-7041　FAX：03-3541-6676
https://www.sanki.co.jp
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